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ひとこと

第49号の発刊に当たって

　20世紀の最後を飾る「世界の児童と母性』第49号の特集は、「世界の

子ども家庭福祉」となった。第48号における「日本の子ども家庭福祉」

の到達点を踏まえ、目を世界に向けてみた。

　わが国においては、社会福祉基礎構造改革の理念が社会福祉の各分野

に届きつつあり、「人権」を原点とした福祉サービスへの転換がなされ

つつある。しかし、目を途上国に転じると、そこには本書のいくつかの

報告にみられるとおり、子どもにとって「生存権」さえ脅かされる危機

的状況が日常的にみられ、その傾向は、グローバリゼーションの影の部

分を背負ってさらに深刻化している感すらみられる。

　その一方で、あのベルUンの壁が崩壊した直後の1989年11月20日に、

「子どもの権利条約」が国連総会で採択された。わが国は、1994年に第

158番目の締約国となった。また、その1年後の1990年9月30日には、「子

どもの生存、保護及び発達に関する世界宣言」並びに同宣言を実施する

ための1990年代における行動計画も採択された。その後、この行動計画

はどれだけ実現されたのであろうか。世界の子どもたちは、どれだけ幸

ぜになったのだろうか。ユニセフが毎年発行する世界子供白書は、そん

な子どもたちの状況について、胸の痛む実情を伝え続けている。先進国

の子どもたちも、虐待や暴力に苦しんでいる。

　この夏、私の大学からも、ゼミ生をはじめとして多くの学生が、タイ、

カンボジア、ルーマニア、フィリピンその他の国の子どもたちのために、

ボランティアとして旅立っていった。心強い限りである。児童福祉施設

においても、国際協力、国際交流の実践が積み重ねられている。地道な

一歩の積み重ねこそが、世界の子ども家庭福祉を切り開いていくことを

信じたい。

　20世紀の最後に当たり、「人権」と「共生」を切り口としつつ、「世界

の子ども家庭福祉」と私たちのあり方について考える特集を送りたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長・柏女霊峰



世界の子ども
一その現状と問題点

集
世界の子ども家庭福祉

　　　　　　　　　　　た　　た　　ら　とし　お

淑鰍学社会鍬搬多々良紀夫

　はじめに

　本稿の執筆依頼を受けて以来、筆者は世界の子ども、

とりわけ途上国や貧困国の子どもについて考えをめぐら

すとともに、子どもはすべてその生得権を享有し、能力

を発揮する権利を有するはずでありながら、国によって

大きな格差がある点について熟考した◇本稿の目的は、

世界の子どもの状況を検証するとともに、逆境にある子

どものウエルビーイングを向上させるための取り組みを

検討することにある。

　世界の子どもの状況

　国際連合経済社会局人口部は数年前、世界の人口が

1999年には60億に達するであろうと予測した。国連の試

算によると、1998年における世界人口の約30％は15歳以

下（「子ども」）であった。したがって、世界の子ども人

口は現在約18億ということになる。

　世界では高齢化が地球規模で進んでいる。しかし、こ

の人日高齢化は、先進国においてより急速に進展してい

る。例えば、先進a者固における年齢の中央値は、1950年の

28，6歳から1998年の36．8歳に上昇した。同じく1950年か

ら1998年の問に、途上国においては21．3歳から23．9歳に

上昇したにすぎない。驚くべきことに、アフリカにおい

てはこの約50年間、18歳前後でほぼ横ばいとなっている◇

　世界中の何百万もの子どもが、安全な水、十分な医療、

教育などへのアクセスもなく、貧困と飢餓、武力紛争や暴

力の中で日々を送っているのは、実に嘆かわしいことで

ある。多くの子どもが生命を失い、深刻な問題がもたらす

脅威にさらされている。こうした問題は、子どもが自ら惹

起したものではなく、大人が解決すべき問題なのである。

　それでは、こうした問題とはどのようなものだろうか。

　HlV／AlDSが人ロに与えるインパクト

　発展途上国の中でも、とくにアフリカ諸国がH工V／

A工DSによってもっとも深刻な打撃を受けていること

に疑問の余地はない。世界保健機構（WHO）の見解で

は、AIDS患者の大多数は貧しい人々である。WHO

が「もっとも深刻」であるとする34力国のうち、29力国

がサハラ以南アフリカ、3力国がアジア、2力国が中南

米諸国である。現在、世界のHIV感染者3，000万人の

うち、2，600万人（86．7％）はこれら34力国に住んでい

る。また、現在までにAIDSで死亡した1，400万人の

うち、1，100万以上がアフリカ大陸の人々である。

　この疫病による苦難を否応なく背負わされているのは

子どもである。世界の子どものうち、820万人以上が母

親をAIDSで亡くしている。記録によると、AIDS

によって孤児となった子どもの90％以上はサハラ以南ア

フリカに住んでおり、アフリカにおけるAIDS死亡者

の4分の1（約300万人）は子どもである。こうした「孤

児の危機」は、多くのアフリカ諸国で深刻な問題となっ

ている。ウガンダでは、子どもの実にn％が親をAID

Sで失った。以下、ザンビアでは9％、ジンバブエ7％、

マラウイ6％となっている。アフリカの子どもがAID

Sから被るインパクトは計り知れない。例えばボツワナ

では今年までに、5歳以下児の死因の64％をAIDSが

占め、同国における子どもの保健向上努力はほぼ無に帰

してしまった。南アフリカおよびジンバブエにおいて

は、子どもの死亡率上昇分の100％がAIDSによって

ひき起こされると見られている。

　ボツワナでは、成人の4人に1人がHIVに感染して

いると伝えられており、出生時平均余命は、1990－　1995

年の61歳から1995－2000年の47歳にまで低下すると予測

されている。AIDSがなければ、1995－2000年には67

歳に達したはずであり、AIDSの影響により、20年も

の短縮が見られるのである。

貧困と子ども

統計が示す世界の貧困は、想像を絶するものである。
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国辿児童基金〔ユニ・ヒフ）および世界銀行によればs富

者と貧者の問の不公平は拡大を続けている，，

・ Ulr界の1．2億以．ヒの人々（20％）は、1日1ドル未満で

　生計を立てているttこのうち6億人がj「・どもである、．

・　・人当り平均所得は、1990年以降40力国で年3％を超

　える増大をポしたが、55力国では減少した。また、80以

　1’．の国で、現在の・人ミ1］り所得は10年前をト’回っている。

・f1之富．裕5カlilt’1と～14ヱt　5力国の所得格差は、1960年の

　30：1から1997《トの74：1へと急激に拡大した、，

　田；界の約3分の2（63％）の国は、　’人当たり国民総

生産IG］P）が3，0〔｝0ドル以ドと、極めて貧しい。こ

の基準を5，　OOC〕ドルにり1きヒげると、1997年の一’人当た

りGNPがこれをド回る国は75％に達することになるn

碓かに、こうした国には、世界のいかなる基準に照らし

ても概かな人々がいる，．しかし、圧倒的多数は、貧困の

rFで生活しているのである．tt

　世界の子どもの問題を解決するために何がなされてき

　たか～

　率直に言って、前述の「大人がつくり出した．」問題に

よって絶えず犠牲となっている子どものウエルビーイン

グ向E’．に対’して、多くの政府はほとんど無策というのが

現状である。例えば、ジンバブエでは、26％という㈹く

べき成人1－IIV感染率にもかかわらず、1996年にHIV

陽性反応患者に対して使われた政府の対策費は∪者一人

当り0．03ドルにすぎない。Ilil様に、成人H　I　V感染率が

20％に達するナミビアでは感染者・人当りの政府の］フ鱒：

は2，9ドルである、，1994年に推定25万人のjtどもが虐殺

されたルワンダでは、13％の成人HIV感染率に対し

て、1996年の対策費はゼロである、，他のアフリカ諸岡で

も同様の状祝であり、国民の小命を絶えず脅かすさまざ

まな杜会問題を解決するために政府は、ほとんど何もし

ていない。こうした政府のイニシアチブの欠如は、｝1］局

担当者の志や使命感が低いせいだけではないようであ

る、，これら桐｛貧国政府は、保健・社会サービスプログラ

ムを実施するだけの資金その他人的・物的資源がない、．

発展途ヒ国の多くはIR債務に苦しんでおり、その債務額

がGNPを．IJ司る例も見られる、，アフリカでは、債務負

担によって多くの国が財政的不能に陥っている、．t

　とはいえ、国連をはじめとする多くの国際機関は何百

億ドルも費やして、途．ヒ国の人々に対する数多くの保健

・ 杜会サーピスプログラムを．支援しているt，中には優れ

た成果をあげたプwグラムもあるが、途上国におけるこ

lil：界び）児巾とltiM：

うした深刻な問題の前には、いかに効果的であれ、外部か

らの介人は無力といった感があるぷξ界の貧困層を対象

とした数多くのプログラムを論じ、評価するには、本稿の

紙幅は不1一分である。こうしたプログラムは、日的は適切

であるものの、実効性が紀録不｜T∫能である場合が多く、そ

の成果についての追跡調査もほとんどなされていない、

　本稿では、国際児．竜福祉分ttFi’における近年の爪嬰な展

開を振り返ることにするttすなわち、1｝「子どもの権

利条約（C（，】1venliOtl　on　the　Rights　ot’The　Child）1の実

施動向と、2）「」t・どものための脚：界サミット｛World

Summi日br　Children）」の開催、の2つであるtt

　子どもの権利条約

　「r・どもの権利条約」は、IIこ1際法・条約であり、今U

の国際児童福祉分日仔におけるもっとも重要な法文．1｛Fの・

つとして、署名した批准㈲に法的拘束ノ」をもつものであ

る、，1989年11月2011、國連総会において、各国政府代表

は同条約を圃際法として採択することに合意した。以

来、同条約は、19L力国によって批准されており、未批准

国は米国およびソマリアのみである。ソマリアでは、過去

10年川のノ（半において政府機能が失われていた。米国が

なぜ批准していないのかは、多くグ）人にとって謎であ

るc、

　歴史と背景…1989年に国連総会で同条約が採択される

までには、長く遅々とした道のりがあった。舷初の法律

nり措置がとられたのは、ユ924年に同際連盟が最初の「子

どもの権利に関する宣．言（Dec］uration　ef　the　Rights　or

thc　Child）」を承認したときである。さらに1945年、「国

連憲巾」が万人の人権と白山に対する尊追を促進・奨励

するよう各同を促し、後の素地をつくった、，1948年に国

連総会が採択した「Ili界人権」．l　I．．，」では、子どもの権利

の保護が強く含意されていた。岡じく1948年、国連総会

は堰初の1924年宣言をもとに、7項「．．1からなる第2版と

もいうべき短い：6：言文を採択した。この1948年宣iゴは、

10年にわたる詳細な修正を経て、1959年「陥どもの権利

に関する宣言」第3版として国連総会で採択される。し

かL、一・述の「u．「s」は、道徳や倫埋を述べたものであ

り、法的拘束力をもつ文蒔ではない．，∫・どもの権利を保

護するために国際法の重みを付加する．ヒでは、「条約

（Convemion）」または［規約（Covenant）」が必要であ

った。国際児童年前fl三の1978年、ポーランドは、1． ∫・ど

もの権利条約」の草案を1．E式に提案した。このボーラン

ド草案は、その後国連人権委貝会の作業部会によって改
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訂が加えられ、最終的に、今日「子どもの権利条約」と

して知られている41条からなる文洞となったのである。

　「子どもの権利条約」の主な内容…岡条約は、締約国

が「…すべての干どもが一いかなる形態の差別もなしに

一特別の保護と援助を受け、教育、保健などのサービス

にアクセスすることができ、人格、能力および才能を最

大限に発達させることができ、幸福、愛情および理解の

ある環境の中で成長し、権利の実現に際して関連情報に

アクセスでき、かつ積極的に参加する」よう保証しなけ

ればならない、ということを定めた国際法を意味する。

1979年から1989年までの問に、作業部会は各国政府、N

GO、人権擁護者、法律家、保健医療の専門家、ソーシ

ャルワーカー、教育関係者、子どもの発達の専門家、宗

教家などの意見、提言を取り人れた。これによって、了

どもの権利の保護に関するさまざまな見解が調整され、

ひとつのコンセンサスが形成された。また、国際的に選

出された専門家から構成される独立機関「子どもの権利

委力会（Commiltec　on　the　Rigtハts　or　the　ChilCl）」がジュ

ネーブに設置され、条約の実施状況を監視している、，

　米国と条約…米国が、レ分な時間（10年）をかけて同

条約の内容を詳剤｜1に吟味したにもかかわらず、未だに批

准していないという事実は、多くの人々を驚かせてい

るv米国政府が国際条約の批准に際してどのような手続

きを行うかを熟知している人々は、同条約の批准はない

と考えているようである。他の国々と同様、米国政府は、

条約の批准を決定するのに先立ち、広範な検討を行う。

これは．極めて徹底したものであり、米固が当該条約を履

行遵守する場合の影響、および米国の連邦法・州法に支，1’

する条約の整合性が評価される。このプロセスには数年

一 あるいはそれ以上かかることもあり得る、例えば、「集

団殺害犯罪の防1トおよび処罰に関する条約（Convenlion

on　the　P1・eventi（m　　an（｜　Punishment　ot’　thc　Crimc　ot’

Genocide）」（ジェノサイド条約｝は、米国が批准するま

でに30年を要した。17年前に米国が署名した「女子に対

するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（Conven－

tion　oll　the　Elimination　of　AN　Fomls　of　Discriminarion

Aguins．　r　Women）」（女一f・差別撤廃条約）は、未だに批准

されていない。一方、1993年にウィーンで開催された「世

界人椛会議（Werld　Conlもrellce　on　Human　Rights）」は、

「子どもの権利条約」の普巡的批准の日標期限として、

1995年末1’1を設定した。この期限までに185力国が批准、

その後さらに数力国が加わり、現在までの批准国は計191

となっている。
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　子どものための世界サミット

　1990年9月29「iおよび30Hの両日、「国連子どものた

めの∬ヒ界サミット」が開催され、世界のリーダーが集う

史」∴最大の会合となった。子どもに関する問題を話し合

うために、これほど多くの国家元首、首脳が・一・堂に会し

たことはそれまでになく、画期rl勺なできごとであった。

世界サミットでは、「子どもの生存、保護および発達に

関する！U：界宣言（Declaration　On　the　Survival，　Protcction

：ind　Developmenz　o’f　Children）」、および1990年代におけ

る同宣：言実施に「句けた「そ予動R十画iCPIan　of　Ac1ion）」が

採択された。

　子どもの生存、保護および発達に関する世界宣言…子

どものためのUl：ytサミット第2日、各国代表は「世界宣

言」の採択に合意した。ただし、宣言とは条約や法では

なく、宣言の骨子を支持する承認国の貴務を確認するだ

けのものである。しかし71力国の元首や首脳がこの寛言

を支持したのは、実に壮観であった。同宣言は25の短い

：i三旨文から構成されていて、まず最初に「すべての子ど

もによりよい未来を」（第1文）与・えるために世界が果

たすべき責務を改めて確認し、多くの子どもにとってこ

の世界がことさら優しい場所ではないことを認めた上

で、こうした状況の変革に［’filけた決意を確認した。例え

ば、主旨文の一つは、次のように述べている。

　　　「我々諸国家は、｝f’どもの生命を守り、子どもの

　　苦しみを大きく軽減するとともに、．’j：どもの人間と

　　しての可能性が故大限｛こ発逮するよう促進し、子・ど

　　もがそのニーズ、権利および機会を認識できるよう

　　にするための手段と知識を備えている」（第8文）

　同宜言はまた、「子どもの権利条約」が「子どもの権

利および福祉に対する尊重の梢神を真に普遍的なものに

するための新たな機会」を挑供するものである点も指摘

している。また、「子どものウエルビーイングには国政

のトッブレベルでの対策が必要である」ことを認め、そ

うした対策が講じられることを確認している（第18文）。

さらに、子どもの権利保護に向けたプログラムの中で

は、具体的な行動リストが明記されている。このプログ

ラムは「子どもの権利条約」の浜要性を再確認するとと

もに、「子どものためのill堺サミット」参加国が「条約

の可及的速やかな批准および実施を促進する」ために努

力することを宣言した。このほか、同プログラムは、参

加国が子どもの健康増進、飢餓・栄養不良・飢飾の根絶、

女性の役割と地僚の向ヒ、非識字の減少、更なる武力紛

争の防rl二、環境保護、貧困摸滅を日指すことを明言した。



　1990年代における「子どもの生存、保護および発達に

関する世界宣言」実施に向けた「行動計画」・・〈S6条から

なるこの文．川は、各国政府、匡1際機関などが1了どもの

ための111：界サミット」の宜言の実施を確保するためのプ

ログラムをそれぞれ策定する一Lで、その指針となるよう

意図されたものである。「行動計画」は、すべての政府

にlr・どもの権利条約の速やかな批准および実施」を促

進するよう促している。さらに、i・どもを苦しめる川題

を軽減するための達成目標も、具体的な数値を川いて提

ヅこされた「例えば、

・ 1990年時の了・どもの死亡率をそれぞれ3分の1、もし

　くは出小LOOO当たD7〔1の、どちらか減少率の大きい

　レベルまで減少させる．，

・ 妊産婦死亡率を19909一の’卜数レベルまで減少させる．

・ 5歳LY、ドの．∫・どもの中・JTc度の栄養不良を］990年の’ト

　数レベルまで減少させる。

・ 女性の識字向Etこlrc点を置き、成人非識字率を1990　fr

　の’卜分のレベルまで減少させる。

　1．行動計両1は岐後に、汀几と行動計［1｜iiはいずれも野

心的であり、関係各方面の並々ならぬ不断の努力が必要

となることを認めている，．しかし、［∫・どもの保護と発

遠に勝るほどの大義はない、．f・どもには、すべての1∪一

そして人間社会そのもの一の存続、安定および進歩がか

かっている」こともはっきりと述べられている．．

　展望および結語

　lil：界のfliエr．ノ了もの｝：どもは、　lrE舌にJiくく　し染ll：い問題ロ）

犠牲となって日々を送っている。本稿は、IIIV／AI

DSおよび貧困という2点について考’察したにすぎな

いLこのほかにも深刻な問題は数多くあり、いずれも忘

れてはならないものである．．例えば、

・ 1億人のr一どもがストリートチルドレンとして生活

　し、あるいは働いているc，

・ 2．000．ノ∫人以ヒのr・どもは「爪度の栄養不f↓であり、］

　億5，000Ji以．1；が低体重である．．．

・ サハラ以南アフリカ諸国で毎年生まオ．⊥る1億3，000万

　人の子どものうち、3，000万は、健康障害をもって弓～ま

　れる。

・ ］日に30，〔｝〔｝0人（］年に1．（．｝0〔｝JJ人）以トの了・どもは、

　栄養不良、病気、不潔な水、不1’分な術生状態など、

　予防n「能な原因で死亡する。

　］’・どもに悲・1参な影響を及ぼすこうした問題の数々に対

する解決策を兄川すために、我々はどうすればよいのだ

｜トt：　界 V）　児　 『巾．　
と
　 jl；「tP［；

ろうか？　問題解決のために現在行われている取り細．み

に何か不都合があるのだろうか？　これまでに試みたこ

とのない方法を試みる必要があるのだろうか？　筆者は

社灸聞発の専門家ではなく、これらの疑問に児11‘1的意見

を提供する資格はない。しかし、かつて国際社会福祉協

議会（ICSW｝米同国内委貝会会』乏を務め、1玉｛際手：1：会

福祉をいささかなりとも研究した者として、このテーマ

に関してはここ数年、次のような考えをもっている、，

　率直に言って、本稿の叩で考察された問題が近いうち

に消滅するl」r能性1よ．少ないと思われ．る、．多くの人々の苦

痛はおそらくこれからも続くことだろう，，現在発展途ヒ

国σ）人々のウエルビーイング向上に向けた意義のある取

り組みは継続するべきである．．しかし、各プログラムの

評価作業は強化し、成果のあがらないものは終了するべ

きであるfiまた、開発・援助プログラムにおいては、「資

本ピ義とP山じ義」は自ずと人権および性会開発の向IL

につながるという前提が、暗黙のうちに、あるいは自明

のこととして了解されてい7ab　，，成果ありと証明されたプ

ログラムが皆無であったのであれば、こうした前提は、

必要とあれば見直しと修11・1を行う必要がある．，

　人権侵ごll；：の犠牲者の多くは、ヨーロッパli菅国の旧植民

地に住んでいる、．これら植民地は政治的独ウニを果たした

ものの、新たに獲得した自川力Cもたらす生得椛を、rl∫民

の大部分は享有していない。かつて植民地を支配したヨ

ー一 ロッバ緒国は、こうした問題の解決にYJを貸すことに

関心をほとんどボさない。旧宗i三国は、経済的・社会rl勺

状況を安定させる上でより人きな役割を果たすべきであ

る、．しかし、その実現は期待できそうにない、．

　多くのll．1植民地にとって、　iftkな問題は自国の政治指

導者とヨーロ・〃パの旧宗．i三『目との対ウ：ではない。むしろ

真の問題は、白国の政治指導者が安ワじした政治をつくる

だけの・F腕と能力に欠ける点である、、政治的安定が何ら

かの形で」韮成されない限り、他の分野での進歩はまずあ

り得ない，，

　本稿で概観Lたような、111：esの人々が直面している苦

しみの人きさを考えれば、悲．観論や絶望という反応も理

解できないものではない。しかし、そのような感情に川

し、川題からUをそむけることは何の解決にもならな

い．IU：界のj’どものためにIE義を逮成する1’．で、從人レ

ベル、紐織レベルで努力を続けることは極めて垂要一一r・

どもにとっても我々すべての人問にとっても一であり、

もはや先延ばしや叩断はできないのであるn

　　　　　　　　　　　　　u］it文英舶．翻訳：川［］↓［｜臼
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世界が受けとめた子ども
の権利条約一餉きな変化と残・れた踊

特 集
世界の子ども家庭福祉

　　　　　　　　　　　ひら　の　ゆう　じ

子どもの人酬傾獺平野裕二

　1．国際レベルの動向

　（1）多くの国際文書・国際会議

　エレン・ケイが望んだように20世紀を「rどもの

世紀」と呼べるとしたなら、放後の1〔〕年をかろうじ

て　　という位置づけになるのかもしれない。

　1989年に採択された了・どもの権利条約は2力固を

のぞくすべての国（191力国）によって批准・加人

され、ほぼ全｜［1：界的に受け人れられるにいたった、，

∫・どものためのIK界サミット⑲0年9月、ニューヨ

ー ク）で採択された「了一どもの生存、保護および発

達に関する世界宣言」とその実施のための「’行動計

画」も181力国に承認され、うち155力国がそのフt・

ローアップのための国内行動∬hlll「を作成している

（200〔｝年8月現在、ユニセフ『lll：界］㌧供「111｝：12000

｛卜版）。

　．r・どもの権利条約を補完・強化する國際文占も多

数採択されてきた。2000年5月24日には、それぞれ

「武力紛争への子どもの関与」と「子どもの売買、

了ども売買春およびr・どもポルノグラフィー」に関

する、’r一どもの権利条約の2つの選択議定書が採択

されている（子どもの人権連『いんふおめ一しょん

　．if’どもの人権連』66号および68：力。さまざまな

国際会議でも子どもの権利は重要な焦点のひとつと

なり、会議の成果である宣言や行動計1山iで言及され

てきた。2001年91jの国連総会特別会期では、子ど

ものための世界サミットのフーa・ローアップが行なわ

れる予定である。このほか、人権教育σ）ための国連

10年（95－2004年）をはじめとする各種の「1〔｝年」
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も∫・どもの権利にとって重要な意味を有している．、

　（2）国連’子どもの権利委員会の活動

　各国でf’どもの権利条約がどのように実施されて

いるかについては、条約43条にもとついて設置され

た子どもの権利委∪会が監視してきた，，各国から定

期的に提出される報告山；を審査するという方法で、

2000年61．1現在で延べ131カ1it（1　（追川1報告11｝：・第2

回定期報；騨｝；の審査も含む）の実施状況を検詞’済み

である。日本の第1同報告；1｝：も98イ1三5JJに審査され

た（子どもの人権連ほか『子どもの権利条約のこれ

から』エイデル研究所、ユ999年），、

　子どもの権利委員会は、r・どもの権利を効果的に

実現しようと努力する国際社会のさまざまな努力の

結節点であり、触媒でもある。たとえば、武力紛争

におけるf”どもの保護に関する国連のさまざまなと

りくみは委貝会の提案をきっかけとして開始された

部分が大きい。ユニセフ（国連児童基金｝、ILO

（国際労働機関）、WHO（世界保健機構）などの

1・a－］際機関とも緊密に連絡をとりあっている．99年9

Jj301．1－10月Il．1には、委貝会と岡連人権高等弁務

官事務所の共催で条約採択10周年記念会議が開か

れ、今後の条約実施で配慮すべき点に関する25項「1

の勧告が採択された（拙稿「国際社会はどう動いた

か一子どもの権利条約1〔｝周年記念国際会1｛義勧告の

意義」季rrl　f・どもの権利条約6号）。

　委貝会は、審査のさいに各国のNGO（非政府組

織）から提供される情報もかなり重視しており、そ

のことが国内レベルでのNGOの逃携につながって



きた側irllも大きいt．．現在、条約の普及・促進・検証

などを目的とLたNGOの連合体が8〔｝カP｜近くで結

成されている，、

　2．条約に照らした法改正の動き

　（1）憲法改正／総合的な子ども法の制定

　国の放高法規である患法にJ’・どもの椎利に関する

規定を編人した国は20力国をドらない．／その噺次と

なったのはブラジルで、当11」まだ起草段階にあった

条約の趣旨を1988年患法に盛りこんだ、：フィンラン

ドも、ゴ・どもを個人としてかつ対’等な存在として扱

わなければならない旨の規定を憲法に導人している

〔95イF｝、，

　総合的な∫・ども法の代表例は、ブラジルの了・ども

11」’少∫1三法（90年）、ベラルーシの1’・どもの権利法（93

年）、ロシアの了・どもの権利基イミ的保P田去（98年）

などである。少なくとも20力国近くがこのような、ン：

法を行なっており、起草d‘・審議lllのi．’Eこ］も多い。オ

ー ストリアやホンジュラスのように、議会決議や行

動計画にしたがって国内法を体系1’14Jに！Ll直していこ

うとする試みも見られる。

　（2）家族法・児童福祉法における進展

　ヨーロッパではヒ記のような総合的な’IZども法を

制定する動きはあまり見られないが、家族法や児蔽

福祉法領域における進展は顕著である、、イギリスの

∫・ども法〔89年）、ニュージーランドの1’・ども青少

年家族法（同）、アイルランドの了・どもケア法（91

年）、ロシアの新家族法典（95年）、ドイッの児童・

少年援助法（97年．1など少なからぬ例がある、、その

過程で、f’どもを独、ソ1した人格と認める、「親の権

威」から「親の責任」への転換など親の位置づけを

改める、　了・どもの最浮の利益や．子どもの意見の‘厚前

といった条約の‘渚原則を反映させるなどの改．lll’・［が行

なわれてきた，，

　とりわけ、意見表明が保障される領域の拡大、意

見表明が認められるぽたは意見聴取が義務づけら

lll：界の児依と1）tr1．

れる）年齢の引下げ、意見の聴取方法への6己慮など、

∫・どもの意見の尊爪の原則（条約12条｝を強化しよ

うとする動きがHをり1く、、フィンランドやアイスラ

ンドでは、福祉措置に対’して異議1．lh》：てを行なう権

利が12歳から認められるようになった。ロシアやオ

ー ストリアでは、r・どもが10歳以ヒであれば原則と

してその見解が考慮にいれられなければならない，、

フランスやベルギーのように、年齢を明示せずに一∫一

どもの判断能力を基準として意見を聴かれる権利を

認めた　　条約12条をよりti／rl接的に反映した　　立

法例もある。また、氏名の変更や養f・縁組など．r一ど

もが直接の利害当’∬者である問題については、r・ど

もの同意を要Wとする固も増えたn

　（3）さまざまな暴力からの子どもの保護

　さまざまな暴力から∫・どもを保護するための、ン：法

措置も、注日すべき進展を示している．親によるも

のも含めた体罰は、スウェーデン、フィンランド、

デンマーク、ノルウェー、オーストリア、キプロス、

クロアチアなどで令面的に禁じられるにいたった。

ゴ・どもにも直接間接の影響を与・えるドメスティック

・ バイオレンス（家族間暴力）は少なくとも44力固

で禁じられており、うち23力国がラテンアメリカ諸

国である（ユニセフ『国々の前進』97年1坂）。

　性的搾収・IIS待から了・どもを保護するための動き

も進んでいる。スリランカ、タイ、台湾、フィリピ

ンなどga－十・：アジア諸国をvll心として、買春の顧客も

処罰対象とすることを含めて18歳未満のr・ども買春

の．規制が強化された。自国民が海外で行なった性的

搾取・虐待を処ly］できるようにするための規定（刑

法の域外適川規定）は、ヨーロッパを中心として20

力国近くで設けられている。．了・どもポルノグラフィ

ー についても、少なくとも13力国が、．製作・販光に

加えて｛i宝純所持も禁1ヒするようになった。インター

ネ・〃トトのr・どもポルノグラフィーの規制はいまな

お発展途．ヒであるが、ドイツの情報通信サービス法

（97年）のように、了・どもポルノグラフィーをチェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7



ックする責任をプロバイダー（接続サービス提供業

者）に課すようになった国もある。

　性犯罪の被害者保護のため、ビデオによる中継ま

たは録画で証言をできるようにした国も増えてき

た。オーストリアのように、子どもの性的虐待につ

いては被害者が成人年齢に達しなければ時効が開始

しないと定めた国もある，，家族間暴力や虐待の場合

に、加害者を家庭から排除することで被害者の生活

権を守ろうとする動きも広がっているところであ

る。

（法改正にかかわる各国の動きについて詳しくは日

本教育法学会．．f・どもの権利条約研究特別委貝会「提

言〔子どもの権利〕基本法と条例j三省堂・1998年

などを参照。）

　3．子どもの権利擁護のための体制

　（1）政策調整機関

　了どもの権利条約は非常に広範な分野を対象とし

ているため、とりくみが縦割りにならないようにす

るための政策調整がきわめて重要である。条約の批

准を受けて省庁レベルの再編を行なった1［］として

は、セネガ’ル（女性子・ども家族省）、チュニジア（青

年イ・ども省）、ノルウユー（．了・ども家族省）、バング

ラデシュ（女性子ども問題省）、ブラジル（子ども

省）などがある。省庁間委員会のような形態で政策

調整機関を設置した図は40力国を下らない。．一’方、

政府とNGOとの対話が制度nりに保障されている国

はまだ少数である。

　（2）子どものための政策

　子どものための世界サミットのフォローアップと

して国内行動計画を定めた国は多いが（前述）、そ

の多くは保健・教育といった社会部門に偏り、条約

を総合的に実施する乎段としては限界がある。

　そのなかにあって、スウェーデンの「子どもの権

利条約の実施のための戦1略」（99年）は注目に値し

よう。これは、条約がもつ政策指針としての性格を
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国・自治体のいずれのレベルでも最大限に活かすこ

とを］1的とし、その手段として、（1）行政職員・

専門家の研修、（2）条約が政策に反映されるよう

にするためのシステムの導入、（3）政策立案にお

ける子どもの視点への配慮を打ち川したものである

（拙稿「日本こそ求められるスウェーデンのとりく

み」月．1：lj子ども論1999年5月．号）。

　また、予算その他の一・般政策の立案にあたって「子

ども影響評価（分析）」をi尊人した国も少数ながら

ある（キーワード参照）。スウェーデンの「戦略」

でもこのアプローチが導人され、子どもオンブズマ

ンと会計監査院が分析のための指針を作成中であ

る。南アフリカやオランダのように、国家予算のう

ち子ども向けの支出がどのぐらいにのぽるかについ

て評細な分析を試みた匡1も存在する。

　（3＞子どもオンブズマン

　ノルウェーで．世界初の子どもオンブズマンが設概

（81年）されて以降、コスタリカ（87年）、ドイツ

（同）、グアテマラ（90年）、オーストリア（91年1、

スウェーデン（93年）、アイスランド（95年）、デン

マーク（同｝などに国レベルで同様の機関が設置さ

れている。地域レベルでもオーストリア（85～95

年）、ベルギーのフランス語圏（．91年）、ペルー（92

年）、カナダのプリティッシュコロンビア州（97年）、

ロシア（98年）などの例が報告されてきた。カナダ

・ オンタリオ州の子ども家庭サービス・アドボカシ

ー 事務所（84年）のように、社会サービスの対象と

なった子どもを一i；として管陪する機関が活動してい

る例もある。今後とも各国でこのような機関の検討

・設置が進んでいく見込みであるt、

　4．子ども参加の進展と課題

　了・どもの権利条約以降、少年非行の防止のための

国連指針（90年）をはじめとするさまざまな国際文

書で子ども参加の重要性が認識されるようになって

いる。了・どもは「未来の」市民ではなく「現在の」



社会をともに築くパートナーであり、さまざまな問

題の効果的解決にはr・どもの参加が欠かせないとい

う認識が深まってきたことの衣れである、、

　フランスでは1“くから学校迎’ll『への生徒参川が制

度llりに保障されており、条約の採択以降さらに拡充

されてきた．学校における子どもの意兄ノξ明・参1川

の拡大は他の少なからぬ国でも見られるところであ

る　フランスでは多くの自治体に∫・ども情少年）

議会が設置され、Jiどもたちの問題提起や改善要♪1ミ

の機会が保障されているc、アフリカをrli心として、

地域・川レベルのJf・ども議会もかなり組織的に開か

れるようになった，，インドでは働く∫・ども日身が労

働組合を結成し、rl分たちの権利のために活発な活

動を行なっている日ll：界のr一ども参加の動向につい

て詳しくはド6多明人ほか「J’一どもの参加権利』　三省

堂パ996年を参照L、

　条約採択10周年元己念会議〔前述）では、r一ども参

加を促進するための措置としてとくにllill度化および

r・どもたちへの支援が必要であることが強調され

た、，同時に、∫・ども参加がいまなお形式的なものに

留まり、実質r1勺なものにな’．♪ていないのではないか

という懸念も会議の場等でノξ明されている．．tf’ども

参加のあり方をさらに模索していくことが必要であ

る、t

　5．ますます必要とされる国際協力

　（1）いまなお困難な状況にいる子どもたち

　」り、ヒのような進展は、同時に、多くの．1’・どもたち

がいまなお深刻な状況に置か才．していることへの反作

用でもある．、川界のr防接種率はこの20年間に5％

から約80％まで高まったものの、予防目1’能な原因で

死亡する5歳未満児はいまなお毎113万500人近

い、，貧困の状況は改沖どころか悪化し、阯界で6億

人以ヒのゴ・どもが1日］米ドル以卜’で暮らしてい

る．2億5，〔〕00万人の5－－M歳児が働いており、学

齢期の∫・ども1億5．000万人が学校に行っていな

1
ト
l
r ll芦a｝

↓
巳 ltbt　と　 t：jrf　：

い．．武力紛争はこの10年間に200万人以1：のj”ども

を殺し、推定30万人のチャイルド・ソルジャー〔∫・

ども兵1：）と．千万iitW：の難民・避雄民を4iみ出して

きた，、HIV／エイズも猛威を振るい、ゴ・どもたち

に深刻な影響を与・えている〔ユニセフ『世界∫・供自

川』「国々の前進』各年版等）D

　（2）後退する国際協力

　こうした状況にもかかわらず、r・どものための川

界サミットでF唱えられた「∫・ども最優先の原則」が

国際レベルで充分に実践されてきたとは言いがた

い．ODA（政府聞発援助）は92－97年に2］％減少

した（ユニセフ『lll二界子供白II｝：』20〔〕0年版），、　G　N

P〔国民総小産）の0．7％をODAに振り向けると

いうH標を達成した国は、98年にはデンマーク、オ

ランダ’ 、ノルウ．tL－、スウ．1：　一デンの4力国だけで

ある日司『匡1々の前進』2000年版），：世界銀行やI

MF（国際並貨基金）といった国際金融機閲の方針

にも、r・どもの権利条約は充分に浸透していない／．／

　これまで述べてきたように、条約がさまざまなレ

ベルで生じた前向きな変化の爪要なきっかけになっ

たことは確かである、．しかし、その変化を確かなも

のとするためには、締約国と国際社会の弱i力な政治

的意思が必要とされる、、．その過程で、NGOを含む

tlf！．e社会、そしてなによりも∫・どもの役割が重要度

をさらに増していくことは間違いない．，

キーワード：子ども影響評価（分析）

　さまざまな決定が子どもに与える彫響を事前に（国によ〔〕

事後にも）評価・分析し、その決定が子どむの展蘂の利益等

に照らして適切なものかどうか判断する手続。環境アセスメ

ントの子ども版のようなもの。本文中で触れたスウ1一テン

の「まか、このような弱苅評価が法令で義務づけら71たペルギ

ー
のフラマン語圏（9フ年）、子ども省長官があらゆる．政府機

関に「司けた声明で同様の対応を要請したスコットランド（99

年）なとの例がある。

）



．　：：　’

〈インド〉

三：馨・’9・

極貧からの解放と　　　　世界の子ども編祉

義務教育の徹底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なか　まち　　ふ　　　さ　　こ

　　　　　　　　　　鯨毅学献学人蝉部搬中町芙佐子

　1．困難な状況下の子どもたち

　インドの人1」は今年5月に10億人を突破した。1991

年の国勢調査1［↑の総人日が8億4，〔XX）万人で、そのうち

3億200万がi5歳以Fの．r・どもであったことを考える

と、インドではいまも3億を超える子どもがいると推測で

きる1‘tt国はこうした数のf・どもたちに健康と教育と

安心できる環境を提供すべく努めているが、．r一どもた

ちが置かれている状況は非常に厳しいものがある．．

　インドは1992年に国連の「）「・どもの権利条約」を

締結したことを契機とし、子どもの命を守るうえで

もっとも基本的となる食糧や安全な飲料水の確保、

剤坊接種の普及をはじめ、保健医療や教育の改．旅に

向けて積極的な行動をとることをIV；ITに表明した。

そして、州、囮際機関、民間機関との協力体制を強

化し、子どもの社会的養誰に取り組んできている

が、いまだ十分な成釆をあげていない，。ユニセフは

「5歳未満児の死亡率」をその国の子どもの福祉水

準を知る一’つの乎がかりにするが、これによるとイ

ンドは阯界189カ［1《Pll49番Uに死亡率が高く、∫・ど

もたちの「（i・」そのものが脅かされている状況をう

かがうことができる㌔

　以ド、r・どもが置かれている困鰍な状況と、それ

を緩和するためにインド政府がとっている養護政策

の実態を、特に1992年の「子どもの権利条約」締結

後に焦点を当てて述べていく。

2．福祉行政機関と要養護児童

1985年、女性と丁・どもがおかれている状況を改；¢
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するため、インド中央政府は人材開発省（Mitiistry

or　Human　Resource　Development）のなかに女性・

児童開発局（Department　o「W《）me，〕aTl（l　Child　De－

velopment）を設立した、、女性・児竜開発局は、劣

悪なZl三活環境のなかで放慣されている了・どもを援助

する機関であり、対象となるr一どもは、（1）指定

カーストと指定少数部族のr・ども、（2）女子、（3）

障書児、（4）養護者不在のストリートチルドレン、

　（5）遺棄児、孤児、ホームレスの］’・ども、であり、

その数はおおよそユ億にもなるといわれている／1／。

　このような了・どもが置かれている環境と、どのよ

うな政策が実施されているかを要約してみる、、

　（1）指定カースト、指定少数部族の子ども

　およそ指定カースト（Scheduled　Cas．　tes）と』旨定

少数部族（Scheduled　Tribes）の人たちは、ヒンド

ゥー教の身分秩序の舷ド層にあって、著しい人権剥

奪を受けているが、大人より弱い立場のr一どもたち

にあっては、なおさらである。2億を超えるこれら

指定カーストと指定少数部族の社会集団のなかで、

読み書きができる成人は男子では50％余り、女了・で

は26～28％にとどまり、こうした教育を受けていな

い養育者に育てられるということは、」’・どもにとっ

て大変不利である↓。インド憲法は6歳から14歳ま

での義務教育を無償で、と誠っているのだが、親が

教育の必要性を認識できないため、就学率も低く、

学校離脱率も他集1・｝1より多いf’。r・どもの権利を擁

護するには、まず、集団全体の身分的差別的状1兄と

貧困の緩和、すなわち、その地域の人間開発が必要



であり、それを実現させるための強力な、包括的な

福‡ll：政策が不11r欠である，、だが、ここ’Hil：紀問の国

家政策と財政援助は、入々がどん底の生活から脱川

するのに役立つほど強力でも包括的でもなかっ

た㌧，

　（2）女子

　インドは今なお男子優位の杜会である、，地域によ

っては女」：が生まれることを嫌い、堕胎もめずらし

くない。女∫・ゆえに生まれても．卜分に下当ても受け

ず、放置されることも多いため死亡率も高くなって

いる，，1991年の統計でもこの傾1〔IJをはっきりと示し

ており、14歳以ドの女子は男∫一よりも780万人少な

い．7，そして、差別的llCBr｝1である幼児婚も広い地域

に残存し、80（1：一代では地方においては15～19歳の少

女の40％が結婚させられ、1〔〕～15歳の結婚も5％あ

った，、1991fトの調査では平均結婚年齢は19歳にまで

ヒがってきてはいるものの、それでも州によ・）ては

法的に許されない18歳以下の少女の結婚が当然とし

てなされ、法も遊反者を厳しく1ほり締まれず、また、

結婚そのものも無効にならないという．．成人女性の

法的地位も弱く、宗教法では離婚時の所有権や親権

も女性に不利になっている、、就学率も女J’一は男一1川こ

くらべ低いヒ、途中でやめる比率も高く、就学後の

3分の1は2学年になる前に来なくなる’s．．女に教

育はいらないという社会的、宗教的慣哲1が根強く残

っていることによる，，

　「1’・どもの権利条約」に呼応した1992年の政策「r・

どものための全II〔1活動プラン」（National　Plnn　o「Ac－

tiOtl｜b1・Chl【dren｝は、すべてのr・どものニーズと

人権擁護とを前而に押し出しているが、特に、．女r・

への差別をなくすことを大きな柱にしている，L㌧．ま

た、織者による女性啓発運動も盛んである。私は、

今年1月、ハイデラバー一ドで開催された全国婦人会

‘義に11V，i？，：したが、実務家、農村’部でのIYI：の根（グラ

スルート）運動家、メディア関係者、学者など、さ

まざまな領域で活躍する人々が、女性地位向．ヒのた

Il｜r界の児巾．とlv刊．．

めスケールのkきい活動を展開しているのがとても

印象的であった，，

　（3）障害児

　ヒンドゥー教では現在の述命は前世の行ないによ

って決められ、障害は神に与えられた罰と思われて

いる．1”。こうした宗教観に1川え、養育者に予防や治

療に関する知織がないため、障害がさらなる附害を

ひき起こしているL、おおよそ．j「・ども全体の約1割、

数にして3，500万の子どもがなんらかの障出をもっ

ているとされているが、そのrl‘には薬．の名前を1涜め

さえすれば、そして、判坊知識がありさえすれば防

げる障害が多々ある。ポリオ、視覚障害、知r力発達

障作などがその例である。障害の数についてはっき

りとつかみきれなく、実際にはもっと多いであろう

とばわれている，、

　障11i：児の訓練や教育は、1：として民間機関がユニ

セフなどの国際機関の補助などを受けつつ精ノ」的に

行なっている。だが、全体の2～5％の障書児が恩

恵を受けているに過ぎないil、、ただ、この絶望的な

状態のなかで、先駆的な障害児教育をしている民間

施設がいくつかあるt，例えば、ニューデリーの、健

常児と障害児を同数で教育することで成果をヒげて

いる訓練機関とか、ハイデラバードにある農村部に

向けてのアウトリーチ活動をしている民間機関など

がその1例である。これらの機関は国の内外で高く

評仙されていて、積極的に国の障害児政策にもV－　，）L

しているp民問レベルの活動が、制度を変えていく

原動力になっていることは見逃せないtt．

　（4）ストリートチルドレン

　インド7大都市で約50万人の∫’どもが［1中路1二で

暮らしている、、ほとんどが8歳以上で、数的には男

一∫・は女∫・の2倍である。学校へも行かず、公共施設

や私有地をうろうろし、非行、物乞いなど、杜会的

な問題を起こしている∫・どもを、福祉省や州の関係

部局は、施設内処遇や司法で取り締まるのではな

く、｝▲1｝住地を根拠地とした自立のための教育で対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1S



している。インドの23主要都市に約60ほどの民聞機

関で訓練・教育をしているのであるが、各機関300

人の子どもの受け入れでは絶対数が足りない。機関

の運営資金の9割は国が助成し、残り1割をそれぞ

れの機関が負担している。ユ996－1997年の拠川金は

3，4eo万ルピー（1ルピー＝約2．4円）であった．12‘。

　（5）遺棄児、孤児、ホームレスの子ども

　家庭環境を奪われたこれらの子どもの養護は、ま

ず、安全な生活環境を保障することにある。子ども

たちに食・住を提供するサービス機関は官民共ある

ようだが、詐しい情報がなし㌔こうした要養護児の

ケアをする管轄省は福祉省であるが、政策面、財政

面とも手薄の感じを受ける。民闘のSOS　Children

Villageはそうしたサービス機関の1つであり、1．万

人の了・どもがここでサービスを受けている］：”。

目標を達成すべくつくられたプログラムである。国

は1996－97年にICDSに68億1，800万ルピーを拠

川し、ユニセフも子どもと女性の福祉と開発のため

にと、2億2，100万ドルの助成金をだした．‘7．。そし

て、確かに、5歳未満の死亡率、識字率、就学率な

どは改善されてきている。しかし、当てられた政府

支出や援助が、実際に必要とされる「人」と「もの」

を十分満たしているか、という点になるとはなはだ

疑問である。

　しかし、わたしは悲観することはないと思う．民

間機関の活躍、農村部へのアウトリーチ、そして婦

人のめざましい活動を通して実力ある人材’が育って

いる。この成果は大いに期待できるし、211吐紀の子

どもの権利実現に弾みをつけるものと確信してい

る。

　3．展望

　近年、インドが保健と教育にあてた政府支出の比

率は、それぞれ2％ずつであった（n本ではそれぞ

れ2％と6％）1㌧，支川比率の2％という数値はそ

れほど低いものではないが、問．題はその配分であ

る。例えば保健支出の75％が、人L1の25％を占める

にすぎない都．市地域での治療サービスに流れている

のは、医療サービスの公平性を欠いているし．ls／、高

等教育にいく金額が多く、懲法で瀬われた義務教育

の提供も現実にはおろそかになっている。いまだ成

人男子の半分、成人女子の3分の2が読めず、入学

しても中等教育までいく率は男子6割弱、女子では

4割弱であるのが現状である，1‘i．。

　国がしなければならないことは、まず、すべての

1：どもがまずまずの生活と、安心して暮らせる家庭

と、そして教育による利益の分け1狩とを得ることが

できるようにすることであるe女性・了・ども開発局

（Department　o「Womcn　and　Child　Development）

の「’子どもの統合的開発援助（rntegrated　Child　De’

veiopment　Servicc、‖1各名ICDS）」は、こうした
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｛3）CJoni’ci）tion　u〃’友βピ輪’ガψe　Cllilti．　CiJa〃’伊W‘吻既PP．40－56
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1

」N」Ili‘，：1‘LI　　Cら）‘｝11Cll　　“「　 AI｝｝｝licd　　 】三cL、∫1er‘1ic　　 RLtSじ11tCI1卜　　 〃みh］・1　　’tu”lii’ノ　　ぴ．”‘．ltV，一
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15胴1’．P．113

c6　「▲↓I　F：　　　1，．viii

iT）Cvnit’〃W」酬tltt’舟妙ぴo〆』’〆eVlil‘t　Ctn〃’〆ぴRt・tk〃〆PP．L9－2：

18胸｛：　1叩．19・－25

〔9）i・ij．ヒ　pp．1－s

LlllトFl’vcul起j”L鰯「アジアーltit－Z「rM－」、現代ilvel’l　P，！1

旧｝‘シ，〃t’eli’if）n　r〃’〃e狩㌘’sσ”施・Ch”td．　CVttnノ’）’RePVtt　PP．4v－5fi

「1Zi1⊃tiblic：Ltion　Division．　MiΣ1isry　of｜11fc，m111tion“11d　LIPoaclcusLints，，　Gv，∨cm・

　111c，1｜　　01．　 1ndiu．　　〃ノ‘〃：・1　　／y＿V，艮　　 Pg2（，3

0SICOttvenrio〃Olt伽ノ～ψぴrハ／伽CIJild，α〃〃砂ftt・IN）rt．　PP．32－39

（U）11t’界．dt・tJtl「］iLF2tX）［）P．1（レ5

圓世界子仙1白il｜・1995　P．45

［1叫11「界r・供川1口000　P．97

（17｝功ψ｝”梛．PP．205－2‘｝7

キーワー・ド：「人間貧困は人権の否定である」

　インドの養護政策の理念は、国連の「子どもの権利条約」

と、ユニセフの「人悶開発報告雷1997」で提言された「貧困

は基礎的人権の否定に等しい」との考えに依拠する。「生」

そのものをおびやかす極黄からの解放と、義務教育をすべて

の子どもに行き渡らせることは国の緊急課題である。1れを

実行するためには、持続的で、しがもそれに見合う国の財政

援助と、地域に密着した柔軟な民間の活動と福祉政策参加が

不可欠となる。
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・　：：　t

〈韓国〉

1：§・’1・ 特 集

韓国における　　　　　世界の子ども綱祉

社会的養護の動向と課題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユン　　ジ1ンス
　　　　　　　　　　　　酬蝉酬会柵芋・科蝋授サ靖水

　1．はじめに

　韓川社会は過去3〔｝余年問「先経i斉後分配」政策の

ト『で急速な変化を経験してきた　すなわち、急速な

産業化、労働人川の大移動による打｜～川集中化、成功

的な家族計lll⑪女策による少∫・化、川宅構造のアバー

ト化、女’1生の社会進川による核家族化などの影響

で、伝統的な家族共11rl体情造の機能や役割が縮ノ1・さ

れる状況におかれた　特に既婚の女性の社会参戊jllが

広がり家族閲係および家族の．価値観までも多くの変

化を表している，．このような変化は川界n｛」な流れで

はあるが、その変化内容の多様性と速さは既存の仕

会秩序やfllli値観を荘と沌させる余地を残している、．．さ

らに琳国では1997年からの経済危機により低成長、

高失業、高物flliiなど社会ネ歪済rl勺な環境が人きく変わ

り、その過程で生じた失業者の増加、貧困家庭の増

加、そして離婚などによる家族解体傾向が日、ン：ち、

要保護児［†［の数が）1・t常に増加している、、このような

状況の中で、20〔〕0年度の保育およびソ己111川r｛祉事業の

総」り算は全体政府〕フ算の0．23％、保健福柿部C［1本

の厚生竹に当たる｝子算の4．3g％に過ぎない　そこ

で本稿では変化の最中である児・］？福祉住1，1｝施設と保

育所の動向を検討し、新しい．T・年に何けての展望を

計りたい「

2．住居施設の現況

今ll、栂11i｜の児ぽ福祉法によって定められた児巾

の住居施設は現代社会のニーズに合わせて設けられ

た比較的新しい施設を含め、全6種別が設置されて

いる．このほか児11ix関1主fl三居施｛没として［助産施1没」

があるが、これは「母∫・都祉法」に規定されている

ことから児1†［福祉∬ω設にするには無川がある　ま

ず、保護形態別に見ると、①嬰児施設、②育り己施設

（1｛本σ）養護施設に当たる）、③児・’『・［L5：・保護施設、

④児1†i：職業hll尊施設、⑤教護施設、⑥〔いkよ援施設川

が1没置されサービスを展開している、．

　1：i皐　1．1…1　a） ．f　l： 1
｜

｜1．施 i…文　レT己　 d質　〔よ　卓9it　［　1（1 iilk　争．以
f
麦
a）　

ト
　
t
： Zこ　1「i勺　要 ソ1ミ

により急激に増ノ川し始め、197〔〕年にはその数が523

ヵ所の51，5（）ユ名を頂点に減少し始めてきた．．．当時の

施設’1］たりYU　Ili’i：数は98名で、施設の11／均定［↓対」1ヒ適

llこ児1Li’C数とする77名よりはるかに多い数である，、

198〔｝年には政府｜三導の家族川’画」「業と女性の礼会進

出、そして国際養J㌧縁糸1】．などの影響を受け10年問で

220ヵ所が減って303カ所になり、住居施設児竜の数

は197〔〕年の’ie・分にも洞たない24，631名に減少した、t

そして199〔〕年には278ヵ所の23，，15〔｝名となり、1997

午」］Hliには271カ所（こ／6，62〔〕名がflり1「｝5‘1没児｝†i：と

してサービスを受けている，、その中では育児施設が

211カ所〔77．9％｝で最も多く、嬰児施設が21ヵ所

（7．7り6）、　1’t・ilit：．支」愛〃‘1没と　・ll∫1呆r漢施i没力ζ各1〔）カ｝斤

（3．7％）、嬰育児施設が7カ所（2．6％）、職業補導

施設と教護施設が各6カ所（2．2％）を占めている、．，

したがって1990年代に人ってから施設の数としては
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大きな変化はなく、児童の数は持続的に減少してい

る趨勢である。なお、全住居施設の平均定員は101名

であるが、平均現員は64名に過ぎない。結局、現代社

会の急速な変化は児童数減少となり、住居施設児童

の定貝充足率の低下を招いてきた・i三な原因となった。

　住居施設の従事者は、総3，129名で従事者1名当

たり5．3名の児童を保護している。また、直接サー

ビスに当たる保育L一は総1，634名で各10．2名の児童

を抱えている（韓国の法的基準は、保育士1名当たり

嬰児施設は5名、育児施設と　・lktt保護施設は10名、職

業補導施設と教護施設は30名である）。従事者の．一’般

的特徴を見ると、性別分布は3，129名の（1．1で女性が

75．6％、男性が23．0％を占めている。平均年齢は39．3

歳で、平均勤務年数は97．4カ月で他の福祉施設種目

より長いと言える。学歴は高校卒が最も多く47、4％、

大学以．Lが26．1％、中学以下も19．7％を占めている。

　住）誕｝施設全体の平均予算額は3億9千3百万ウォ

ン（10ウォン＝約1円）であり、そのなかで政府の

補助金が71．5％、民間支援金が14．2％、法人負担金

が13，5％、外援補助金，：t」がO．8％を占めている。

　3．保育施設の現況

　韓国政府は社会的価値観の変化とともに要求され

る保育需要に応じて1991年「嬰幼児保育法」を制定

し、1995年から1997年にわたる3力年の保育施設拡

充事業を推進してきた。この政策は、社会活動を必

要とする多くの女性需要層のニーズに応えたといえ

るが、施’設拡充事業が終わるころ韓国に及んだ経済

危機（1997年ユ0月）によって保育事業政策に大きな

影響を受けた。

　嬰幼児保育法によると、保育施設はその設立主体

によって国公立保育施設、法人保育施設、団体保育

施設、民間保育施設、職場保育施設L3．、家庭保育施

設’1’に分けられる。また、このような分類によって

14

政府の財政支援制度を設定する基準にもなる。すな

わち、颯公立施設は政府によって設置費および迎営

費の支援を受け、法人保育施設は運営費の支援を受

ける，、そして、民間保育施設の場合はそれぞれ教材

教具費および低所得層の子どもの保育費の支援を受

けているが、その水準が低いため施設運営費の大半

を利用者の保育費に依存している。したがって、民

囲保育施設は国公立に比べ相対的に景気変動による

影響を受けざるを得ない。

　1999年6月末現在18，334カ所の保育施設が設澱運

営されている。迎営主体別の構成比をみると、民間

保育施設が最も多く43．oo！o、家庭保育施設が36、9

％、法人保育施設が10．8％、回公立保育施設が6．9

％、団体保育施設が1．5％、1微場保育施設が1．1％を

占めている。このように全民間保育施設が82．3％で

あることに対し、国公立保育施設と法人保育施設を

含む公共施設は17．7％に過ぎないことから保育事業

の大半が民間に依存していることが分かる。

　保育施設の変動を見ると、経済危機にもかかわら

ず余体的には持続的な増加をしている。しかし、保

育施設の類型別に見ると、困公立保育施設の構成比

はユ997年9月当1痔7．5％であったのが、1999年6月

には6．9％になり、持続的に減少していることが分

かる。一方、民聞保育施設は1997年6月の40．6％か

ら1999年6月には43．0％に増加している。これは経

済危機とともに保育に対する需要が増えてきたこと

もあるが、1997年にすでに融資を受け新設せざるを

得ない状況であったことも考えられる。また、利用

者による依存度が最も高い家庭保育施設も同時期に

39．2％から36．8％に減少している。

　1997年以降の保育児童数の変化は経済状況が保育

需要に及ぶ影響を表している。全体保育児童数は

1996年6月364，026名であったのが、1999年6月に

は611．532名で大幅な増加を表している。これを類



型別に見ると、民間保育施設の児童数は1司時川に

128，861名から280．843宰，になり、経済危機の期問に

おいても持続的に増加を見せている。しかし、同じ

民問施設である家庭保育施設では乳児より保育費川

が高くつく嬰児を主に保育することから、1996年6

月の52，402名から持続的な増加を見せ、経済危機lll1：

前の1997年9月には69，058名と頂点に達したc，そし

て、経済危機以降の1997年12月からは減少傾向を見

せている。また、岡公ウ：保育施設は1996年6月の

83，86（．）名から1999年6月の98．808名になり、全体の

保育児童の数は増えていても構成比から見ると23．｛．）

％から15．8％に滅り、国家による保育の割介が持続

的に減少してきたことがいえる。

　LV、ヒが統計に見る保育施設の現況である．、

　4．今後の課題

　樟Ili1の児！ixに対する社会的養護は11り‘i｝施設による

特定の対象にサービスを提供し、　・方では利川施設

である保育所によって普遍化されたサービスが提供

されてきた経紳：がある、．しかしながら、すでに2000

年を迎えた現代社会における施設の役割は大きく変

わらねばならない。llil‘］．｝施設には入所児童のみなら

ず地域杜会のニーズに柔軟に対応できる新たな価値

観やk引11」性を小かした、より新しい役割と機能が求

められる．．そこで今後の課題は児遣福祉施設をめぐ

る環境づくりに．敢点を置きながら提示した、．

　まずは・般的な保護サービスをn的にする嬰児お

よび育児施設の需要・の減少による多「．1的施設への転

換あるいは連携性のある施設との併合を検討．する必

要がある。そのためには先決的にこれに対応できる

財産権の保障、またはH的変史のために必要とする

システムづくりが先決課題になる、，

　社会的価値観の変化を反映した施設運営方針の変

化が求められるほか、これを実践するための地域の

11t　i一の児RI．と母ヤL

多様な層をメンバーとする地域ごとの研究会を開く

ことカミ望ましし㌔

　施設が「巨純に受容および保護を目的にする価値観

ではなく、養護児童の入所原区1が多様化されている

ことから、彼らのニーズに合わせたプログラム開発

や児竜の個人性を三1三かすUq”1職Hの配置などが必要

となる。

　大舎制の住居形態が望ましいと思っている施設長

および総務は7．5％に過ぎないことからも既存の住

居形態を家庭形態に分離するか、小舎制あるいはグ

ループホームの形態への転換が必要である、．，

　保育施設の地域分布を見ると経営状況が劣悪な農

村地域には回公立保育施設を新設し地域川1の不均衡

を防ぐ必要がある」なお、都市地域では保育費旧の

制限的自由化（卜限線は決めておいて、そのなかで

の自由化を意味する。）を実施し、競争による質の

高いサービスを受けられるように地域による政策の

柔軟性が求められる。

日

，1）［’1」t芝援施㍑；よ児1∫『袖祉施1没を出た」㌧どもたもの村会復備のために1ト1所

　およびハ礎小活環境を提供L、「rt朋に「いγ基盤を築くよ’）にt　lr．・するほ

　か1号少f卜非行を防ぐことなどが11f［tlで設、冗されたil］川施藷である．、

U’るtt” A
l
C　t．t　，m　 2　次　Lllr　界　大 呵復力《終t）　 11

　

、　　 LV）’18∫1こ C　 （’　 1／t　　〔（’11rlSLi、1‘‘　　　〔’11iltlrC【‘．S

　Ftlnd）を始め多くのλ：巡⑯出．同による援助ll「．動が行われ、ω国戦争．後も

　柳国がSE済的にrい？：をするまで児r桁ll」「祉巾業を支える人きな力とな一．・

　た．大部分の外援が111断される［gSO午代圭で．K｝余年間続けられたが、現

　t‘：もごく　・部の施批力ζ援助を受けていlo　1±か．基金助成による受益lll業

　も行匂ている．．．

‘／i‘職場保育施li対川1本の企業内保育施1世と似ているが、句国では常時勤務

　者囚Xl人以ヒの企業に阻・）て1没置が［‘1．能と定められて」Lる．、．

1．い家庭保育施設は嬰幼児5人以ヒから20人以ドまでを保育寸ることができ

　るとLている．，借造およびぽ郁は児■：1人’▲iたり3．63in’、従／lf者の基準

　（．t　2腹」〉満の嬰児は5名、2flW嬰児1まT’ti、3歳以Lの幼児は20名に各々

　［名の保育t／が必’要と当れている．

参杉叉献

川抹み｝lt外「経済危機1こよる保育事梁の現況と政策川題」仰国保阯ト1．フ言研

　究院、19gg年
ほゆ尚態外「IU巾／flL｛｛［I　ll《宥施1没実態闘介＄‘iL果Vlt・：＋F・1柳Kl保健礼会研究院，

　1998年
！／llhtゆ：〃www．cd・le：11℃．・1・．kr側人1保育施1没連イ絵のt：・一ノ・ペーンヒ

　キーワード：lMF経済危機

　　韓国1まT997年］］月21日より国際通貨基金（lMF）の管理

　体制に置かれ、社会経済全般において消費、生産、投資など

　が急激に減少した。高度の成長を続けてきた韓国のGDPは

　1998年にはマイナス成長を記録し、禍祉全般にわたり×きく

　影響した。
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〈タ　イ〉

　・’　　　． ，　’　〕　・ 特

タイにおける　　　　　　世界の子ども耀福祉

家族・子どもの現状
　　　　　　　　　　　　　　　　ラトジェイ　7ジl・ユトポキン
　　　完牲膓ト㌃㍍L㌣アジアRatjai　Adjayutpokin

　家族は」「・どもの権利や福祉の中核である、、タイの

r・どもたちは、　・つの文化を持つ安定した家族の一・

員として、その最善の権利を保障され健全に発達す

る。また、家族内の相∬支援と愛情を保障すること

を学び継続的にJ「〔任を果たす、第7次（1992－1996

年）、第8次（1997－2001年）国家ト1：会経消1｝ll発計

画は、共に建設的な∫’どもの学習と発達環境を作1）

出すため、家族・地域社会や他の地域関係施設・機

関を強化するよう明碓な政策とガイドラインを提示

している，，第8次計画には、特に困難な状況（こいる

青少年・’般家庭の了一どもを視座に人れた｝lf少年の

発遥に関する計llliiも含まれている。そのi∵友な展開

ii曳略には、望ましい人格形成のため1‘i”少年のllr能性

を向Lさせること、青少年θ）発達を促進する環境要

因の醸成、官民の連携を促進する管方艮迎営システム

の強化があげられている、、

　1994年の国連国際家族f1三に、タイ政府は第一lul金

国家族会議　（lhe　Fit’st　National　Asscmb］y　on　t．he

Fami］y）を発足させ、家族の重要性を初めてト分に

公認した，タイ全！『ii］女性問題委員会（Thailand’s　Na－

tional　Conlmission　OII　Womc】1’s　Af「airs）｝こも家族の

発遥に関する政策と計画がある。例えば、家族の［‘∫

能性の開発、家族関連法の整備、それに伴う保護と

家庭福祉の提供である。行動計河1には、・ittfせな家族

から家族教育、家族カウンセリング、メディアの製

作、法改IE、父親参加促進キヤンペーン、家庭内暴

JJの撲滅、家族のレクリエーションなどの項目が盛

り込まれている。

　タイの了・どもたちが国家の急速な近代化のマイナ

ス而の影響をますます受けている現在、これらの努

力はまさしく時宜を得たものである。しかし、これ

らの子どもたちの脆弱さを十分に理解するために

は、その家族の脆弱さ、つまり、時の経過と共に変

化した家族の構造と機能、さらに、変化をもたらした

要囚と変化の影響について理解する必要があろう、、

　1．変動するタイ家族

　タイは若者の国であるtt人日6，000万人の33、3％

（1，996万人）は18歳以ド、27％（1，626万人）は15

歳以ドであり、8．7％（520万人）は10、18歳の若者で

ある。これらの子どもたちはますます複雑な社会で

育っている。それは、彼らの両親・祖父kJ：の伝統rl勺な

r・ども時代とは根本的に大きく異なる社会である。

　タイの工業化とその影響から見て、典型n勺なタイ

家族を表現することは困雌になった。変化は、伝統

的家族構成や機能から近代r19都市の家歩夷、また核家

族から拡大家族・ひとり親家族、さらには崩壊家族や

ホームレスにわたるまであらゆる範囲に見られる。

　a．子どもの養育

　タイの急速な出生低ドは、家族構成にIE要な変化

をもたらした。両親共働きの核家族は今や標準であ

る、，これらの広範な変化は家庭内のr育てに碇要な

意味を持っている、、伝統的なタイ社会では、了・育て

は家事の・部にあたることから、その1　i“／の多くは

父親でなく母親に求められた、今口、ほとんどの都

甫家族のように家庭外就労するllJ親が増加しても、
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家’∬や1㌘育てといった伝統的責fr：から母親は解放さ

れてはいない、．1り親は家の中心であり続け、了・どもた

ちのより多くの愛情、情緒r1勺愛着をひきつけている、、

　　・方、貧困家族には、子どもが学校を卒業して就

労し、II．1分の∫一どもを産んで地方にfl…む両親に預け

るというサイクルが見られる、∫’・どもが村’で登録さ

れていた場・合にはその地域の学校に通うが、そうで

なければ就学状況は監督されない、いったん義務教

Wを修J’すると、これらの∫・どもたちは労働市場に

出ようとし、麻薬やエイズなどの川題に直面した

り、1：1分のr・を産み、そのr一を地方へ預けたりする．、

こうしてこのサイクルが再生産されるのである．

　政策立：案者たちはこのサイクルについて認識して

いるにもかかわらず、対’応策はあまりとられていな

い，．唯’の主要な取り組みは、労働最低年齢の15歳

への引きLげと義務教育9年i｝illである、，しかし、そ

れは、不卜分なr・育て技術、保育の欠如、及び∫・ど

もの権利を守り実現する家族の役割の低．ドといった

問題の解決にはあまり有効でないかもしれないLt

　b．虐待と家庭内暴力

　家庭内外における」「tどもに対する暴力や∫，旨待はさ

まざまな形をとる、、被虐待児数の推定は容易ではな

いt、罪を犯すのが親戚や隣人、また教師のように一1’・

どもと親しい人々であるからだけでなく、虐待は加

害者がr・どもと：人だけのときに起こることが多い

からである，それゆえ、1．1撃者を兄つけることは困

難である、、限られたデータが示すのは希望の持てる

’1［実ではない、，児童権利保護センター（The　Cel1浜

f（ハrthc　Protec1ioll　of　ChiidrCn’s　Rigbts）は、了・ども

に対する暴行の60％は両親により、負傷したJ’一ども

の30％は死に至ると報告する。家族による暴力の被

害児童数の増加傾向も報ILFされている，、

　199．　7年マヒドル大学保健学部が、バンコクの公、乞

学佼4校の6年に在緕する労働者の］’・どもたちを対

象に実施した調査はさらに驚くべき事実を示してい

る、tt被調査児激の82　9／oが両親に虐待されていると感

じているのである，、そのほとんどが虐待者はf：t親で

111／yIの児巾と杜ヤ1．

あると言い、貧囚度が増すほど報告された暴力は悪

化しているv身体的虐待の中で最も多いのは、「’げ

んこつで殴る」（79．5％）、次いで「ベルトであざがで

きるほど鞭打つ」（57．8％）である，」情緒的虐循Σ（emo－

lional　abuse）では「しカ・る」カ＼75．8％、　「動］勿と〔r・

どもたちを）比較する」が54．3％である。これらの

虐待は1㌘どもたちを「とても悲しくさせ」（39．6％）、

24．5％は「家川したい」と思っているu「n分たち

は放置されている」と多くの被調査児‘’i《は不’1㌧を，一「

う、．約48％は、自分たちだけで家にいることが多

い。

　タイ家族の児亡iZ虐待の原1大1は多様である。残虐な

環境で育てられた親も暴力のサイクルの中で育って

いるため、白分のr・どもにつらく当たる。了・どもた

ちもまたその両親を見てこのサイクルを学習する。

けんかの最叩、配偶者の15％は暴力をふるう、、公iLt．

保謹施設（日本では児童自立支援施設）に入所して

いる男児を対象にした調査によると、両親の暴力を

目撃した89％の少年は1’妻が良くなかったら、自分

たちも将来友を殴るかもしれない」と述べている。

　2．家族・子どもたちへの経済危機の影響

　貧困を大1幅に縮小させ、健康や教育の著しい向上

をもたらした30年近い急速な経済成長の後、1997年

7j’Jに東アジアの金融経済危機が勃発した。これに

より資本の大1，ll流出、タイ貨幣fllli値の急激な切りド

げ、金融機関の破産の増大、経済活動の過酷な縮小

などが起きた。この危機は、金融界や企業にとどま

らず、広く杜会全体に深刻で見1亜しの利かない衝撃

をtj’えた』』．多くの家族が賃金の未払い、失業、その

他の機会喪失といった問題に見舞われた。このため

1998年には、経済と国民所得は1〔〕％以ヒ後退、失業

率は5％以」：にヒ昇、賃金は業界にわたり急激に落

ち込んだ。これらの衝撃は地域や所得層にかかわら

ず皆受けているが、特に貧困家庭は貯蓄他の資源が

限られていたり、低賃金労働の失業といったパター

ンのため被害を被っている。
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図1．病院における遺棄乳児の割合吻川・1・｜o）i・’
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　a．病院における遺棄乳児数の増加

　この危機は1998年の遺・棄乳児数の増加という結果

をもたらしたように考えられる（図1）。全国の40

の公iltl病院から集めたデータによると1994～97年の

間遺棄される割合は横這いであったが、1998年にな

って著しく増加している、．

　b．孤児数の増加

　同様に、孤児院に新規入所した児巾数も97年中は

ほとんど変化がなかったが、98．年には顕著に増加し

ている（図2）。さらに、99年61．1時点のデータで

も、2ユの公立孤児院の97年レベルをヒ回r）ている。

エイズ感染した母親の数が増1川していることもあ

り、孤児院人所児竜数の増）川はエイズの流行に関係

しているかもしれない。

　遺棄及び孤児に関する2つのデータは、同じ傾向

を示している．、適切なセイフティーネットを持たず

ストレスにさらされる家族にとって、同時に発生し

たエイズの流行と経済的なプレッシャーという、こ

れらの危機が家族の崩壊の要因となったと仮定でき

るt．t

　3．社会福祉サービスの提供

　公共福祉局（The　Depai・tmellt　or　Public　Welfarc以

卜、DPW）は、18歳以下の児童及び青少年の保育

サービスを提供している。サービス受給資格のある

YE　li：｛：・1‘i二少年は、孤児や遺棄児、非行少年、被虐待

児、不法に搾取されている児童、貧困家庭の］∴ども

たちなど、社会的に不利な者たちである。

図2．孤児院入所児数
　t）Lノ
1．《HXI

］500

1．〔u．1「．）

1資．F．II公」11禍袖／局）

（
▲

　　Lvg．t　　　　IりV4　　　　1り1｝5　　　　1りL）6　　　　1仰97　　　　‘」，9X　　lリリり，fi¶flこ）

　DPWは、中小企業のローン帳消しや困難家庭へ

の千当て支給、失業者の公的事業への就労といった

政府の失業軽減対策｝こ呼応して、　・時解雇された労

働者、失業者に対する支援も行っている，，

　NGOの中には、これらの∫・どもたちのために、

DPWを支援するところもある、、その内容は、保育

サービスの提供、保育者の雇用、児童福祉施設1）4］の

新しい建物の建設、遊具の購人、一・人ひとりの．r・ど

ものための経済的後援者の調整である。こうした支

援団体には、キリスト教児竈基金（Chi’istiiin　Chil－

CIT’en‘s　Fund、　CCF）、セーブ・ザ・チルドレン（イ

ギリス）、タイr・ども財’1．」1（FOL｜nc｜ation　i’os’Thai　Chi［一

（tren）などがある、，

　タイには経済危機の渦中にも他者を思いやる歴史

があるCt　1995年の国家予算のうち、18．5％が防衛費

であったが、38．8％が教育、保健、社会福祉サービ

スに費やされた。2000年は、8，600億バーツ（ユバ

ー ツ＝約2．81’tj）の国家総r算のうち43．6％を同分

野（保健7．6％、教育25．8％、社会福祉サービス10．2

％）に、防衛費には16．2％を費やしている。

　　　　　　　　　　　　（Tj；〔’SC堤ほ〔翻訳：坂1川治f「・）
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＜中国＞

90年代における
中国の児童福祉の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きん　　　けい
　　　　　　　　　　　　㌫㌶㌶篇耀徽理酬攻金潔

特 集
世界の子ども家庭福祉

　90年代に入’・た中ll（1では、　r・どもの権利条約力〔」ユヒ准さ

れるなど、人権意識が高まりを見せた．同時に、改．・lll・：・

「刑放路線が児苗をJftり巻く社会環境にもノくきな変fヒを1呼

び起こし、それに伴う法整備を必要としている

　拙文では、児巾を収り巻く家庭環境、社会状況を慨観

するとともに、変化を遂げた90年代の叩国における児1†｛：

福十11！の取り剤Lみを整∫！1［し、21111：紀にlr1JかうLIJ1！．i1のLi‖（題を

考察したい．

　1，児童・家庭・社会

　70年代後’ドに‘IT1’Rlで始められた「・人っゴ・政策．1は、

家族の規模と構成｛．二あきらかな｛杉響を及ぼしたと，．亨えよ

う　急激な日会変化に伴い、伝統的な結婚観・夫婦観か

変わりつつあり、離婚の増りllや都ll∫部での晩婚化がll：会

問題とな・っている．．また、経済発展、川活レベルの向1”

などにより、家庭牛活も変fヒLていイ》特軍すべき’例

として、ゴ・どもの勉強時川の増加と、それに付「範する遊

び時間、家’∬労働時川の減少が挙げられる．、

　このように、家庭牛活は∫・ども叩心にシフトしている

のだが、∫・どもを1龍」とLて養成したいと柳う親たち

の願望は、時にその思惑とは逆の」∬態を］召くことがあ

る．例えば、成績が定めた基準に遊していないことを理

山に、親がゴ・どもに体罰を「ゴ・えたケースがある．また、

親の期待があまりにも」nくのしかか’ノたため、家出や家

庭内暴ノJに至った一∫・・どものケースもある．：．企業改Wでリ

ストラが進む中lklでは、親が改めて学歴信仰を強め、わ

が∫への朋待を高めている．1．こうしたチどもへの過度の

圧力が、Jl…行を誘発する要因となり得るとも見られてい

る

　また、所得格差の増大に伴い、社会的反抗心の｛Ey＃”と

して、Zftしい4ミ｝必の∫・どもカミ「］ilじ」党」邑のf中1制、と6巳ljl川二走

る事例も増えている．．t逆に、　U幽やかされ、社会性を欠く

1’一どもが増加してし、る．．．さらに離婚率のヒ冒．と相まっ

て、家庭の監督・教育ノ」が低ドしている

　2．児童政策の発展

　表1のように、90fF代に人ってi1・11i1の児1Li1：：政策は次々

と立案・採択されている、．

　衣1から分かるように、中lnlは自国の国情を1監み、批

准したf’どもの権利条約に1！！1らし介わせつつ、中1’P人民

JL：和lklぷ法にJ‘」ついて、児‘Liτの小命椛、家庭環境と代替

的養育、健康と教育、休II殿と文化活動及び障害レ巳の養護、

教育などに関する　・連の法川：、及び柏応する法規と施策

を制定、改1にし、児ト洞佐益保護i去律体系をつくりあげ’た、．

　3．社会的養護

　‘ll［．司では杜会rl勺養li疫を’必要とする」”どもの養護は、」辻

⊥改1祁〔目本の厚生省に相当する｝が担当し’ごいるc．

　現在、要養護児爪の多くは児‘’i］：福刊院Ulイ9の児屯養

護施1没と類似した施1没｝や社会福利院（身寄りび）ない高

齢者、障害者、孤児を養護する総合的な施設）で’1モ活を

している、、さらに部のr一どもは一般市民の家に分散し

て養育されているか、またぱ’般市民に法に依’・て引き

取られ、養育されている．以ドに、巾国で．杜会的養滋を

必要ヒするf・どもが直加するコ驚1漢の実情を見てみる。

　（1）家庭的養護

　L1．｝里親養育

　i［1親錠育は、叩川では［家庭寄養．1と称する．．

　97年、ヒ海児最福利院が伝統のレ1JIW養護ノ∫針に「政府

出費、杜会芝援、家庭的養ほ、協同遊イ引という新たな

改Illll：．を式みた、ヒ海児・Tr，／：ti’‘｛利院は初の試みとLて、20

名のr・どもを咀J’・に川した．．この時20組の川親に対し、
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政府は子どもの基準生活費を支給した。また、上海市慈

善基金会は里親に出された障害児の障害程度によって

300～700元（1元＝約ユ3円）の手当てを補助する。養育

におけるバックアップシステムも整備され始めている。

例えば、子どもが病気または入院の際には、里親が早急

に児童福利院に遮絡を取り、児童福利院の担当責任者が

医療費用や入院費用を払う制度となっている。託児所、

幼稚閲、学校に入っている子どもの費用も児童福利院か

ら支給され、里子に出された子どもの法定代理人は児童

福利院が務めている。

　この試みd’｝を始めてから約3年が経つ今、すでに220名

の子どもが上海児童福利院から出て里親のもとで纂らし

ている。子どもたちの成長状況をつねに把握できるよう

に、そして里子や里親家庭に対して、科学的、系統的に

より有効な社会支援を提供できるように、，ヒ海市孤児隙

害児家庭寄養事務所が近日、全市範囲内で五つの杜会支

援ネットワークをつくることを決めた。そして、2000年

5月15日、一つ目のネットワークが成立され、36名の里

親たちが寄養事務所が用意したアンケートに答え、子ど

もたちの回復状況や成長ぶりを書き込んだ。

　この社会支援ネットワークは、二つの意味を持つ。一

っは社会的な組織力である。上海市各区の町の婦人連合

会と住民委貝会が組織ネットをつくり、里子たちに地域

での教育、学習、生活などの面に関心を向けさせるよう

に努め、里親家庭をサポートする。また、もう一つはイ

ンターネットを通じた情報交換の場である。

　また、．ヒ海市の取り組み以外に、遼寧省鞍山市でも里

親養育叫こ力を入れている。昨年、鞍山市婦人連合会が

136名の子どものために里親養育活動を行い、一カ月以

内に全員の子どもが里親家庭に入った。

　このようにここ数年中国の各地で里親養育活動が積極

的に進められている。

　②養子縁組

　92年に施行された養子縁組法は、99年に次の二点を中

心に改正された。まず第一に、養子縁組条件が適宜緩和

されたことである。従来の規定では養子縁組をする人は

子どもがいない人でなければならず、また養子にできる

のは一人だけに限られていた。今回の改正♂イ1では、より

多くの要養護児童に家庭のぬくもりを味わわせ、同時に

社会福祉施設の負担を軽減するためという目的で、「孤

児や障害児及び社会欄祉施設が養護している親の行方が

分からない子どもを養子とする場合は、養子縁組をする

者に子がなく、養子とする児童は一人に限られるという

規定の制限を受けない」とされた。養子縁組条件の緩和

によって、さらに養子縁組をする人の年齢も引き下げら

れた。従来の規定では養子縁組をする人は満35歳以上で

なければならず、いささか高齢のきらいがあった。

　さて、改ll三の第二は、養子縁組届け出の手続きが統一

されたことである。また「外国人の中華人民共和国にお

ける養子縁組実施規則」にも修正が加えられ、養子縁組

の手続き、管轄、証明についていずれも具体的かつ明確

に規定された。

　改正後の養子縁組法は中国の現状により合致してお

り、その公布と施行は養子縁組の健全な発展を促すもの

になると考えられる。

　（2）施設養護

　児童福利院の運営方針は「養育、治療、教育」である。

最新の資料㍉こよると、中国の要養護児童は約5万人で、

表1．90年代の児童福祉の歩み

「身体陳害者瑠保瞭法」採択

「売買春厳禁決定」公布

「未成年者保護法」公布

「婦女、児菰を誘拐、売買に関するaSMI決定」公布

「児童権利条約」批准

「身体障害者w教育条例．1公布

「中華人民共和国収養法（養子縁組法）」採択

f少年工（労働）禁止決定」採択

「90年代中国の児蔽発展計画網要」発表

「中ポ人民共和国婦女権益保障法」採択

「中華人民共和国母性嬰児保健法」発表

「［司務院婦女児砥コニf乍　　（運営　　，　活動）　aSJI会」　　tt実施コニf乍　　〔運

営・活動｝会蹴を開く

「中華人民共和国母性嬰児保健法実施方法」公布

「母性嬰児保健監督行政処嗣規定」與施

「中国身体障害者拠事業‘’九五”針画網要」公布

「幼稚闘工作〔運営・活動）規程」改訂

「全国都市佳民最低生活保腋制｝変」実施

「刑法」（改］鋤公布

「中華・人民共和国収養法｛養子線組法）」〈改正｝公布

「流動する児童・少年の入学に関する紺定規則」を制定

「未成年者犯罪予防法」採択

全国社会禍祉社会化工作（運営・活動）会破を開催

注：筆者作成
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111r界a）児r置と母ヤ1．

国が設立した児戒福利院は91カ所あり、2万人余りの「・

どもを育てている。そして、杜会福利院で約3万のr・ど

もを養護している。また国際的な民聞慈沖団体SoS児

Iir：村’．’は6カ所あり、約80↓）名の子どもがいる。

　また、民間の児童福利1淀が極少数であるが存在してい

る，i呵安東周児童村’．t’は1996年5∫】1こ1没i1t：され、　仁に犯

罪者のr一どもを養護する、中国で1111i・の施設である、．こ

こでは親の犯罪によって了一どもが浮浪児になり、親のよ

うに犯罪者とならないよう、また親が安心して更Ψでき

るよう、］’一どもに生活と学習の場を］是供している／t，児童

村には現在48名の児：1’it／：が生活している：，さらに、禍州緑

蔭児舵村Aは民間の運営で、全国の少数民族の．」㌧どもを

養護しているtt現在では9つの民族、2歳．～］6歳の約60

名のJ：どもが川活している。国からわずかの経費をもら

’｝ているが、iζに杜会の援助によって支えている．，

　中国では日本のように具体的な調査をしていないた

め、統計で中国全ヒの養ii隻問題の状況を把握することは

困難である。

　処龍福利院に；X．iiJi’する子どもの多くは、男尊女卑によ

る女児の遺棄、非嫡出児、川親の死己や病気、⊥．ξ期拘留

といった理U1で両親と離）Jl」している、、∫・どもの問題は家

庭内で解決すべきものという考えが根強く、問題を抱え

た親や了・どもが、児［i窒福利院に人所するまでにはなかな

か至らない。

　また財政難のなか、叩国の児童福利院の運営は、国と

地方の財政支出をヒとし、福利宝くじの発行、共同場；金

を従として賄われている。各地で経済発展の水iΨiが異な

るため、各児敢．福利院が得られる銑川も異なるが、児龍

福利院の1’・どもの生活水準が．当地住民の・ド均生1舌水準を

ト’回るようなことはない。ただし、経済ll勺困難のため条

件が劣っている児酸福利院も皆∬‘ではない．　tt

親の開拓、r一どもの選択権、里親家庭への助言、実践的

援助を図ることが：煎要である。

　福祉というものは制度も甫要でありながらも、さらに

爪視すべきことは一L人“である。施ll斐職Uの判」Wl三の向

．ヒはもっとも重要な課題である。また、分離された子ど

もの養護についての研究がほとんどされてこなかったた

め．これからは施設養護及び里親ケアに関する研究に力

を入れるべきである。また、子どもの権利を擁護し、子

どもの妓善の利益を代弁できる第三者機関の設置が必要

である、，杜会的養護は広く各機閲、施設との連携をとっ

ていかなければならないo

　今日の中国では失※者が増∫川し、貧困者が増え、社会

保障給付費が確実に増加している、tしたがって、民政部

の必要とする予算は増加の一・途をたどっている。政府は

民川の施1没やボランティアのエネルギーを大切にし、創

造力を高めるよう援助すべきであるc

　21ie．i：紀に向けて、児1‖：福祉における、中【．ll1独1：1の良き

ものを再発見しなければならない。同1時に新たな児戒福

祉の問題に対処していくために、将来を見通した予防的

な対策が必要不可欠である。日常の身近な問題にとらわ

れることなく、児童福祉のPll想をさぐり、長期的な展望

をもって、その実現のための実践を行う必要がある。

v／．

1順97年8月2日t・1「tltlv川．会『廻より

‘z’‘2↓x）07じ5月川1f．］f新W晩t［｝」よib

‘：ljlOgf）fド5JBO1｜「・1』「澗1：11WJより

．fi：．「lPtll．．ノ、」ぺ」1こ桐Ilk力ltj“・i．k」法｛1咄IVi，tl．、19gs〈「

asngn，　S）年5JJ3UIT・t　r人民11恨」より

川）985f卜LII国SoS児爪村協会が発足L＞民政部に属しごいる．

q］tLiitElt「犯罪者の」“・どもたちが児巾甘に入・、た「「深川1［呵1日∫、深川市新

　聞日1版局凶ll、深”「「画報出版、199S年57期から．

／s〕1999年s月2C］tlt・j「週料よL）

　4．21世紀に向けて

　90年代におけるaliLEIの取り紺みを振り返ってみたっ叩

国の現在ある法規では、∫・どもの権益を保護する条項と

規定が存在Lているとはいえ、抽象的な権利を強調し、

具現性に欠けている．、いま・歩改正を施し、完全なもの

にする必要がある。

　またLlil’it1では、いまだ児ri’（福利院σ）形態がt：’流で、そ

れは大規模な養護体制である。小規模な養漫の場で、個

別的・集中11勺に援助を行うことが望まれる。そして、蝦

＋－v一ド：90年代中国の児童発展計画網要

　1992年2月16日、国務院は「90年代中国の児亜発展計画網

要」を正式に公布し、関係各部門に同網要を貰鴉に執行貫徹

するととbに、当該地区の現状に合わぜた実施法案を制定す

るように通知している。「計画網要」は、児蛋の生存・保護

と発展の主要目標として、その三つの「策略と措置」の第一

は「人口・計画出産」には、人口数量の抑制・人口素質の向

上の基本的国策を引き続き推進とし、第二の女性幼児の保鯉

と栄養には、各級衛生行政部門は予防保健の強化・農村衛生

の強化を戦略的聖点とし、第三は基本教育と非識字者の一

掃、社会保障制度を充実することによる生活困難な児童の保

鵬等の各種の対第を記している。
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”　　・；誹
くフィリピン〉

t　l　・ 特 集

フィリピンの教育状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まつ　なか
　　　　　諺㌶㍑‡二彊綴プ。グラ。」傾松中みどり

世界の子ども家庭福祉

　フィリピンで、学校に行けない．了・どもたちの教育

援助活動にかかわるようになって、いつの間にか長

い年月が過ぎた。私が直接交流をしてきた子どもた

ちの視点で、フィリピンの状況を報告したいと思う．

　まずフィリピンのr一どもたちをとりまく社会状況

と問題の背景を紹介する。それから保護を要する∫・

どもたちのために、どのようなサービスが存在する

のかを見る。そして最後に現在私が主催している教

育支援活動を紹介し、特に．先．住民族のt：どもたちの

未来を杉えたい舜

　1．フィリピンの社会的状況と問題背景

　約7，000h’入、の人［1のうち、42％が0歳からM歳

の了・どもで［1－iめられているフィリピンは、「若い」

国である．．そしてその子どもたちのノCトは貧困の中

で暮らしている、，経済的には農業国といえるブイリ

ピンであるが、いまだに大．ヒ地所有制が残V〕、　一般

農民の牛活は貧困ラインに近い．、地方で食いiikめた

農民は都市を日指し、スクワ・ソター（不法ll．i拠民）

としてスラムを構成する。5％の人問が富の75％を

千中にしている経済寡占のll）で失業率は8．7％を

越えた．、国内で安定した職を得られない人々が海外

に出稼ぎに行き、家族の経済を、ひいては国家の経

済を支えている。

　一子ども時代のない子どもたち

　今年71．llO日、台風のため緩んだゴミの川が崩壊

して、ゴミを拾って生計を、ン：てていた多：数の貧困層

住民が死傷した。マニラで出るゴミの約4分の1が

集まってくる「バヤタス」ゴミ集栢場を、私は今年

の3JJ訪れているt．、想像を絶する臭いと、ゴミが発

火して出る煙の中で、．r・どもたちがゴミを拾って一・

人前に仕’∬をこなしていた。本来ならフィリピンの

義務教育である小学校に通うべき年齢の∫・どもたち

が、ゴミの［1」で駆け回り、ケンカをし、新しく到着

したゴミ収集．tli．に群がっていた．，彼らの栄養状態は

概して悠く、年齢よりもずっと小さい身体をしてい

た．tt

　また、フィリピンの都ll∫部には5万人から7万5

丁・人のストリートチルドレンがいる。彼らも年齢よ

りはるかにll乞奢な身休をして、花や新聞を売った

り、物乞いをしたりして、学齢期を過ごしている。

家族離散、虐待、放fr：など．1こどもが路ヒ生活を送る

理川はさまざまだが、根本にあるのは圧倒的な貧し

さであり、彼らが保護を必要としていることは間違

いのない’111実である。

　2．フィリピンの子どもたちのためのサービスと

　　保護システムについて

　マルコス大統領のil与代に布告された大統領令No，

603「青少年福」ll二法・The　Chi｜d　amd　Youth　We］fare

Codc」は、］㌧どもの権利や、困難な状況に置かiし

た子どもたちの保護について規定した。しかし、実
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際にこの法律の効力が及んでいる範囲は．」卜常に狭

い．その後アキノ大統領の時代に人り、1986年は1．フ

．fリヒンの搾収されるr・どもの保護のf1’・1と’1’i］li．さ

れ、1991年には∫・どもa．）権利条約を批准した．、しか

し、実1；祭にはフィリピンでは条約』ヒ准↓り、1］1∫からf・ど

もの保護に関する法が終備されていた　それが実際

に、保護を要するゴ・どもたちを救一・てきたのかどう

かが問題なのである．

　f列え［Sご、1991年には共Flllじ1令7610と7658カvイ1∫｛1；さ

れ、ゴ・どもの虐待・売買・！’【〔春〔かいしゅん｝、L’1］’・

酷な児「†i：労働、先lll民のf・どもたちへの万別を根絶

することを’1’i：li’　1一ているが、先に述べたバヤタスの

i一どもたちや、路卜．で身体を・ノ1己らされている∫・ども

たち、後に紹介する先W尺族アxタのr・どもたち

は、保北の外にいる旨

　また、就学前児・“i’［を対象にiftjUlでデイ．ヶアフ．1」グ

ラムを促進するよう法律で定められているが、全就

学前児‘†｛：1：〔5歳以卜．〕の2割坦、ドしかこの巳い↓‘：を受

けていない：，私1フ：の幼稚園や保f「聞の仙段は‘1’；iく、

　・部の裕編な層しか利川することができないのが

現状だ．

　一学費無料でも通えない小学校

　教育に関しても、小学校6年川1、ハイスクール4

年問（日本σ）｜「‘学にあたる学校はないので、川（i当に

いけば16歳で人’」；ζ：に進学：する）の学校教育i団｝．虻のTll

で、初等教育の6年川力w義務教育でくちり、公、Z小学

校は無料である．　しかし、］99・1年度の段階’ぐ9．000

」）、ヒの村に小学校がないというデータがあり、近く

に学佼がなけれは’、ジーフ．．やバスに取って通学する

余裕がない貧困層のr・どもた．ちは．「無料の」小学

校に通うことはできない．、呂阿∫部では小学校ひとク

ラスに60　一一　70人が学び、2；祁制をと’、ているノ∫：校も

多い、．化気がない学校、安乍な水の川ない学佼も多

いという劣悪な教育環境では、ドロ．ソフ．アウトする

lEl．1十tの児■ヒ1；J．11

ゴ・ども　・人ひとりを教訓がフメロー．する余裕もない．．旨

　　P算の配分についてばえば、厚牛（Hca［lh）に

3．3il％、　flリ1（｝・」山」戎1｝1．1発　〔Hou／　ing　己↓nd　C↓）1τ1［11LMily

DcvelePment｝　に〔），45％で、　介計しても防ll‘1：∫　〔De－

｜加sc：｝にかける7．79％よりも少ない。　・ノJ’、外川

への債務返済があるため、その利r・だけで川家1フ算

の15、58％を占めている（1997年度）．．今年1皇1二符：で

は、1‘「少年の福．祉に約1「・・1r「ノ元ペソ（］ヘソ3「‘11

が川かれている

　・ノ」’、民間0）例をあげると、デイケアセンy一運

将や、　J：どもの権利のた↓～）のキャンペーン活動、資

料の出版などを全1司規模で行ってVlる「サリンラ

ヒ」というNGOの今年度1二算は4ドU∫ペソであ

る

　フィリピンでは現在300以1’．のNGOがr・どもた

ちのために活動している　バヤ’yスでも多くのそう

した民1川IJ「体が支据…活動を展開してきた　今［11iの災

害でもいち111・く緊急工援を開始したのは、フfリピ

ンの代衣的なNGOL部団体糸i1．織バヤンやバヤタス

で、すでに活動してきた小さなNGOである．、その

川にはH本のNGOが共同で£援活動をしていると

ころもある．例えば、バヤタスで40人規模のデイケ

アセンターを運営してきた「フfリピ．ンのr・どもた

ちの」こ来のための運動」（京打191S・、職業訓練を行

2000年3月、ハイスクールを卒業した「ビナツボ．・アエタ教育里

親プログラム」奨学生マイラ・サントスと家族．右端簸者
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ってきた「アジア日本相互交流センター」（名古屋）

である。死者134人以．ヒ、行方不明者300人以一ヒ、避

難者1，000人以一ヒが出ている現在、民間の緊急援助

だけではなく、ゴミ集積場問．題に対する政府の根本

的な対策を期待したい。

　3．教育の意味について～先住民族の子どもたち

　1991年のフィリピン・ルソン島∫1．｜部に位置するピ

ナツボ火ll．1の噴火は、山頂部分約300メートルが吹

き飛ぶ大噴火で、東京ドーム4，800個分の噴出物が

空を覆ったと言われる。被災約120万人の今世紀最

大の自然災害であった。被災者の中に約3万5千人

のピナツボ火山先住民．族「アエタ」がいた。ピナツ

ボ山で白給白足に近い生活を送ってきたアエタの

人々は、その存在すら政府に把握されない「見えな

い人々」であった。小柄な身体、縮れた髪、暗褐色

の肌、という外見的な特徴、そしてフィリピンの主

流派を占める人々とは異なった文化、風俗、習慣を

持つ彼らは、11貰火後、もっとも困難な避菰1凹三活を送

っていた。

　現在私は「ピナツボ・アエタ教育里親プログラ

ム」という教育支援活動を主催している。アエタの

子どもたちがハイスクールレベルの教育を受けられ

る環境を整え、学費および街での生活費を援助する

のだ。これまでに延べ17名がこのプログラムで勉強

し、7名がハイスクール卒業を果たしている。彼ら

にとって学校で学ぶことは、生きることそのもので

ある。

　大噴火によって圧倒的な変化を見せた故郷、崩れ

た自給自足の生活、容赦なく侵略してくる「フィリ

ピン主流文化」、アエタが守ってきた先祖からの文

化は、大きな危機に直面している。そのなかであえて

街のハイスクールで学ぶアエタの子どもたちは、今

後のアエタ民族の未来を担う若きリーダー達なのだe
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　かつて自lil］に歩き回ったピナツボ山地に、自然資

源や上地を求めて押し寄せる企業や低地のフィリピ

ン人。「土地所有」という概念を身につけ、アエタ

の土地を守るためにはどうしても学校で勉強する必

要があるのだ。いい大学に行くためでも、いい仕事

につきたいからでもない、アエタとしてアエタの誇

りをもって生きるために、彼らは学校へ通ってい

る。そして夏休みには村の識字教育を手伝って、自

分たちの知識を地域に広めている。私は、そうした

ビジョンを明確に持って学んでいる彼らを、フィリ

ピンの未来のためのモデルケースだと思っている。

　アエタの子どもたちが必要としているのは、「学

校が村にないなら作ってあげよう、先生がいないな

らボランティアで先生をしてあげよう」というよう

なタイプの援助ではない◇国民である以上、村に学

校を作るのは政府の義務であり、その学校の教壇に

立つのは、アエタの言葉を話し、アエタの文化を身

につけたアエタの教師であるべきなのだ。私たちの

プログラムで高校を卒業した子どものうち二人が、

政府の奨学金をとって大学の教育学部で学んでい

る。彼女たちが卒業すれば、アエタの村に待望のア

エタの小学校教師が誕生する。「アエタを助けるの

はアエタでありたい」という、誇り高い彼らの夢の

ひとつが実現する日も近い。

キーワード1アエタ

　1991年のピナツボ火山唄火後、その存在が注目された山岳

先住民族。狩猟、採集、艘業で生計を立て、ピナツボ山を信

仰の対象としてきた。実際にはピナツボ周辺地域では噴火以

前から他の民族との接触があり、米軍基地で働くア工夕もい

た。遅れた野蛮な民族という差別と偏見の目が、彼らの避難

生活をより困難なものにした。噴火から］O年近くが経ち山で

の昔ながらの生活をあきらめ、低地で他の民族と一緒に暮ら

すことを選択し、キリスト教に改宗するアエタも多いが、一

方でアエタの文化に誇りを持ち、ピナツボ山麓での生活を守

ろうとしてしているア工夕もいる。90年代は彼らにとって、

そのいずれを選択するのかを迫られた10年といえる。
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＜アメリカ＞

90年代のアメリカ児童福祉の

動向と21世紀への展望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きりのゆみこ
　　　　　　　　　　　　　欝㍍軸ダ鑛藁大学桐野由美子

特 集

　はじめに

　20〔｝0年度の夏休みt，’　i’1川して．じにワシントンDCを中

心にi’ども家庭福祉にかかわる］2の機関に足を運び聴き

］1※り1凋査をしてきノこ．．

　連月；政府機関、非営利民川卜川イく、郡の児庁｛：福祉U、病

院などの関係者に、今川のテーマである90年代のアメリ

カのr・ども家庭福祉の動［fj］と21世紀への展望について、

それぞれ独自の見解を披歴していただいたので、それに

基づき紙而が許す限りの放新情根を紹介したい

　1．保育・医療保障・放課後対策

　90年代から現在にいたるまで、アメリカのtJ．臼t気は続

いている．そのおかげで、］996年より」ヒ給されている、

概Lて2年間の制限つき公的扶助TANF（Tcmporary　As－

sis【allcc　ror　Nccdy　Families｝の成果もあがり、例えば1996

年δ月から［999でド3月の開で公rl勺扶助受給．者数に・toei，の

減少が見られ、こび）傾向は未だに続いているという㌧，

　しかしその・ノ∫で．ひとり親の就労に閃して多くの問

題がすでに表面化してきている。例えば保育（：i－　・x・イル

ドケア｝と健康保険の問題があげられる、．tアメリカの保

育を全体的にみると、保育費は大’トの場合親の個人負担

となっており、　・人のr・どもにかかる年間保育費は全川

イ1モ1制91’；」ζ∫60奉勺’1．euoドルカ7ら］O，00〔｝ドル　〔1　ドル＝ネ勺108

川）であるご．．．低所得者対象の1』川政府から州が受ける保

育補助金は現在不足1．ジ”Cおり、この援助を受けるべき人

たちの10人に9人が保育料を一切自己負」［1しなければな

らない状態にいるtt　Lかし、保育センダー（chi［d　c：lw

ccntCrs）や保育家庭Cchi］d　carc　homcs）等のil二式保育

→・｝－　一ビスはト記のように高額なものなので、いったん公

的扶助に見切りをつけて就’方しても、J’・と’もの保育サー

ビス確保が不n∫能のため、イ1：’1f’を諦めなければならない

ケースが続出Lている．医療保障についても同様で、就

世界の子ども家庭福祉

労後、公ll勺扶助とともに健康保険のメディケイドを失・・）

た況］：が高額の民間医療保険に加入するのは到底不‘11’能

である．

　そこ『（r連1…「；政府は般近ClllP　CIh：Slatc　Children’s

1．．1cultll　IJISUI’anlee　Progratn）　というり『しい［ツミ」療｛呆1雅’ゾ〕グ

ラムを開始したところである．↓．。これはメデtケイド受

別の’友件を満たすところまでいかない低所得家庭対．象に

つくられたものである，，Child【・enls　Del＞1｜se　Fundのよう

なJ㌘ども家庭アドボカシー団仏は現在パンフレット配付

等により、まだこの新制度を知らずに働いている親たち

に、11t・く放寄りの’∬務所に行き川請するよう、r呼びかけ

ているところである介

　ここで・つ、アメリカの保育に関して心配なことがあ

る、．それは全国どの州にも保育サービス提供者の資格条

く牛とLて、［18歳↓止ヒの者1というほrd’［よイ｜r∫もない、と

いう’J’s：実である、．十きいにも今のところ保育施設での児11iτ

虐待発川件数は全虐待の2％と．・報1‘1されてはいるのだ

が、この点がアメリカの保育制度の弱，1はの　・つのように

思われる「

　’方、1997年度の少年犯罪（18歳未満）はタこ［1〔1で170万

件以ヒにのぽり、非行件数ヒ昇の1主度が最近少しゆるや

いできたとはいえ、この1997年度の件数は1960年度の・1

倍にあたる‘、ウイークデーの少年犯罪発生ピークが午

後3時と統汁ヒ判1別したこともあり．t、連邦政府は3年

前から、11本の放課後児洞建全育1戊事業に類似する「21世

紀地域学習センター．1事業の強化につとめているが、］’・ど

も　・人あたり年間1，000ドル殺のP廿：しか当てられてい

ないこともあり．アメリカの1’．代妊娠防1卜運動からでたよ

うな顕著な成果はまだ見られていないのが現状である

　211il：紀の伍ミ育分・り乎の展望として、第　・に、実現の‘Tf「iヒ

性は今のところ高いとはいえないが、連川レベルで・っ

の統合的保育システムをつくることがおおいに望まれ
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